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① 設置の趣旨及び必要性 

（1）成蹊大学の沿革と基本理念 

成蹊大学（以下「本学」という。）の母体となる学校法人成蹊学園（以下「本学園」とい 

う。）は、創立者中村春二が明治 39年（1906 年）に開いた私塾・成蹊園をもとに岩崎小弥

太、今村繁三が参画することで開設された成蹊実務学校（明治 45 年<1912 年>）に始まる。

その後、成蹊中学校、成蹊小学校などの開設を経て、現在の武蔵野市(吉祥寺)への移転後

の大正 14 年（1925年）には 7年制の旧制成蹊高等学校を創設、さらに、昭和 24年（1949

年）に旧制成蹊高等学校高等科が母体となって、本学が開学した。【資料 1】令和 7年（2025

年）4 月 1 日現在、本学は、5 学部 10 学科、大学院 4 研究科 8 専攻（博士前期課程、博士

後期課程）を擁する総合大学となっている。【資料 2、3】 

本学園の教育は、イギリスのパブリックスクールの伝統や、ドイツなどを中心に展開し 

 た新教育運動、日本の大正自由教育運動などの影響を受け、自由闊達な雰囲気の中での作  

 業教育を通じた体験型・観察型・課題探究型の学びに大きな特徴があった。そうした教育 

 の特徴は、本学園が設置する各校に今日も営々と受け継がれている。また、成蹊実務学校 

 では、特に英語と数学を重視し、国際性と論理的思考力を身につける教育が実施されてい 

た。旧制成蹊高等学校では、「理化」教育の充実が図られ、その時に設置された成蹊気象観 

測所は現在まで 100年にわたる気象観測を継続している。このように、「国際性」や「論理 

的思考力」の涵養、「環境教育」等の伝統は、本学の教育の根幹ともいうことができる。 

 

（2）社会的背景 

インターネットによる情報の入手や発信、人やモノの行き来(交流)によって、世界は今 

まで以上にボーダーレス化が進んでいる。その結果、私たちの生活が豊かで多様なものと 

なった反面、様々な問題も生じている。例えば、感染症の世界的な流行、移民問題、地球環 

境問題などが挙げられる。世界的な、又は世界共通の地域の社会課題の解決のため、政治、 

経済、自然環境、歴史、文化など世界や地域のことを理解し、多面的に問題を捉えること 

が求められている。 

国連の「世界都市人口予測」によると、世界の都市人口は平成 27 年（2015 年）の約 40

億人から令和 12年（2030年）に 50億人を超え、令和 22年（2040年）には 60億人まで増

加すると推定され、それに伴って都市人口割合も増加を続けている。中でも東京の大都市

圏人口は昭和 25年（1950年）にニューヨーク大都市圏を抜いて以降、世界第 1位に位置し

続けており、日本の総人口の約 3 割を占め、我が国の都市への人口集中の度合いは世界の

中でも特に高くなっているといえる【資料 4】。東京・武蔵野地域の成り立ちや諸課題を理

解し、その解決策を探ることにより、世界各地の都市問題の解決に対して大きく貢献する

ことができるものと考えられる。特に、都市環境(例えば、ヒートアイランド現象)、水資源

の確保・保全、防災(ゲリラ豪雨などの激甚気象や地震など)といった課題は、東京にとっ

て重要な地域(ローカル)の課題である一方で、世界(グローバル)で共有すべき課題という

ことができる。 

今、世界の至る所で日本文化が受け入れられている。例えば、マンガやアニメ、日本食 
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は代表的なものである。しかしながら、依然として日本について知られていないことも多々

あり、世界に対して日本について情報発信することができる人材が必要である(クールジャ

パン戦略など)。情報発信に際しては、受け手である世界の目線を起点とした取組みであっ

てこそ、外国人の共感を得て、成果を挙げ、さらなる広がりの可能性を拓くものであるが、

これまでは、多くのケースで世界の目線が強く意識されてこなかった。「世界の人々は、そ

れぞれに日本人とは異なる歴史、文化、宗教、風習、言語、さらには価値観、感性及び世界

観を有している。一口に『世界の人々』と言っても、それぞれに千差万別であり、各国や各

地域には独自の歴史や文化などに基づく大きな違いがあるが、その相違を十分に認識せず

に『外国人』を一括りに扱うケースが多い（知的財産戦略本部「クールジャパン戦略」より

一部を引用）」。【資料 5】外国の人々に対して、世界標準といったグローバルな部分と、世

界の中の地域といったローカルな部分の両方からの理解が必要である。そして、紛争を未

然に防ぎ、平和を維持するために、文化交流を通じた相互理解が重要なことはいうまでも

ない。 

平成 27 年（2015年）国連総会にて採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」に示された国際目標「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」

の達成期限は令和 12年（2030年）に迫っている。環境、エネルギー、貧困、教育など誰一

人取り残さないインクルーシブ(包摂的)な世界を実現するための人材育成が急務となって

いる。SDGsは、これまでにない新たな価値観を創出した。例えば、「倫理的消費」とも呼ば

れている「エシカル消費」は、人や社会・環境に配慮した消費行動であり、価格や品質以外

に製品を選ぶ基準が生まれた。また、投資家は倫理的に正しい行動を行う企業へ投資すべ

きという規範も生まれた。企業は、自らの社会的責任に加え、エシカル消費を意識して SDGs

に関する取組みを推進する必要があり、その担い手となる人材である SDGs人材が不可欠と

なっている。また、企業や地方自治体などにおいて、脱炭素化へ向けた変革の取組みを推

進するための GX(グリーントランスフォーメーション)人材が必要とされている。【資料 6】 

 

（3）国際共創学部の設置の必要性 

 前述したように、本学園は吉祥寺移転、旧制成蹊高等学校設置から約 100年の節目を 

迎える。この機会に、あらためて建学時の精神、教育理念に立ち返り、次の時代に向けた新

たな大学の中期計画を策定した。【資料 7】その中には、本学園が伝統的に重視してきた「国

際性」「論理的思考力」を持ち、持続可能な社会の実現に向けて、世界と地域の「文化」、「環

境」等の学びから、世界や地域の諸課題の解決に貢献できる人材の育成も含まれている。 

世界や地域の諸課題の解決や目標達成のため、デジタル人材やグリーン人材が求められ

ている。【資料 6】「デジタル」分野では、ICT専門家(理系技術者)と一般ユーザーとの橋渡

しをするビジネストランスレーターの役割も重要と考えられている。「グリーン」分野では、

環境科学の専門知識だけでなく、脱炭素の実現や環境保全等のための行政の在り方や、サ

ステナブル経営などの知識を有した人材も必要とされている。現在の社会課題の多くは、

その解決のために、「文系」「理系」といった枠組みを超え、様々な知識や技能を持った人材

を必要としている。しかしながら、一人の人間が様々な知識や技能を修得し、問題解決に

当たることには限界がある。そこで、他者と協働し、お互いの得意分野を活かし、足りない

部分を補い合って課題の解決にチャレンジすることが重要である。 
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私たちは、課題の解決だけでなく、協働によって新たな成果や価値などを生み出すため

の取組みのすべてを「共創」と定義する。文理の複眼的な視点を持ち、国際社会や地域での

（SDGs 達成のための）活動を「共創」によって推進することのできる人材こそが、持続可

能な社会の構築に不可欠であると考えている。 

 本学では、現代社会に不可欠な上記の人材育成のため、また、次の 100 年に向けて本学

園のミッションを強力に推進するため、新たな学部として「国際共創学部」（以下「本学部」

という。）を設置する。本学部では、本学がこれまでに実施してきた「文学」と「理学」の

教育・研究を踏まえ、また、本学の教育の基本理念である「国際性」「論理的思考力」の涵

養や「環境教育」を重視した教育・研究を実施する。本学では、例えば、脱炭素化に向けた

「大学等コアリション」、「ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet）」に参

加するなど、グリーン人材育成をはじめとする持続可能な開発のための教育（ESD：

Education for Sustainable Development）に意欲的に取り組んできた。附設のサステナビ

リティ教育研究センターは、地域 ESD 活動推進拠点にも登録されている。本学部の設置に

より、本学は様々な主体と連携した ESD をさらに推進する。【資料 8】本学部では、世界や

地域の歴史、文化、風習、言語、自然環境等を学修し、また、世界と日本との対比を可能と

するため、「国際日本学」「環境サステナビリティ学」の 2 つの学問領域を設定する。文理

の複眼的思考の獲得と、文理融合による教育・研究の進展を促すため、本学部「国際共創学

科」（以下「本学科」という。）の下に、「国際日本学専攻」と「環境サステナビリティ学専

攻」の 2つの専攻を設定する。【資料 9】 

本学が位置する武蔵野市吉祥寺は、武蔵野の自然を残しつつも、都心までのアクセスが

容易な環境にあり、近年、「住みたい街」として多くの人に支持されてきた。東京の都市部

の課題と向き合いながら、持続可能な住環境を考える上で極めて好ましい立地となってい

る。また、本学は、武蔵野市と連携協定を結んでいるほか、地域の大学間ネットワーク(武

蔵野地域自由大学、三鷹ネットワーク大学)に参加し、小学生から大学生、また、社会人に

至る様々な年齢層の多様な学びに貢献している。【資料 10】本学に本学部が設置されること

によって、これらの学びの充実がはかられるとともに、本学部と類似した他大学の学部等

は極めて少ないことから、近隣を中心とした高校生の進学機会(進路の選択肢)を増大させ

ることができるものと考えられる。 

 なお、本学部における、高校生への学生確保の見通し調査及び企業等への人材需要の見

通し調査では、それぞれ良好な結果となっており、本学部の必要性を裏付けるものとなっ

ている。【資料 11、12】 

 

（4）教育研究上の目的等 

1.人材養成の考え方 

 SDGs は、今や多くの人が知るところとなり、現代社会の課題や、未来社会の目標が明確

になってきた。しかしながら、目標達成のための取組みに検討を要する社会課題もある。

例えば、「気候変動への対策」について、国連環境計画(UNEP)では、現在の各国の温室効果

ガス削減目標が完全に達成されたとしても、今世紀中に世界の平均気温は 3.2℃上昇する

と予測している。パリ協定の目標である「世界の気温上昇を産業革命以前と比較して 2℃以

下」を達成するためには、現行の目標の 3倍の温室効果ガス削減が必要としている。【資料
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13】温室効果ガス削減(脱炭素)はエネルギー問題とも深く関わる取組みであり、資源・エ

ネルギー科学/工学、経済、安全保障などとも関係し、どのような手順で実施するのが良い

か極めて難しい課題である。世界的に脱炭素の取組みを進める上で、少なくとも世界各国

で異なる政治、経済、歴史、文化、価値観、自然環境及びエネルギー技術(特に再生可能エ

ネルギー)について理解する必要がある。 

 世界中の多くの国々で、情報のやり取りや人・モノの行き来が自由に行われるようにな

り、世界は今まで以上にボーダーレス化が進んでいる。本学部では、文理の複眼的視点か

ら問題の背景や本質、情報の真偽を見抜き、地域や国際社会の課題解決に向けて行動でき

る人材を養成する。 

 

2.人材養成像 

【本学部】 

日本をはじめとする世界各地の文化や自然・社会環境等をグローバルな視野で理解し、 

人文学系と自然科学系の両面にわたる複眼的な思考と他者との協働によって、現代社会の

様々な課題にチャレンジして解決できる、また、日本と世界をつなぐ人材を養成する。 

 

【本学科】 

1）世界の多様な文化や自然・社会環境等を理解し、広い視野を持って、持続可能な社会 

の構築のために生涯学び続けることのできる人材を養成する。 

2）様々な事象をグローバルな視野からとらえ、現代社会における複雑な諸課題の本質を

理解することのできる人材を養成する。 

3）文理複眼的かつ論理的な思考力、分析力を持ち、自然環境や現代社会の諸課題の解決

にチャレンジできる人材を養成する。 

4）国内外の多様な人々と協働して、主体的に課題の発見・解決に取り組み、自らの取組

みやその意義、成果等を説明・発信することのできる人材を養成する。 

5）国際社会で活動・活躍できる確かな英語力を持った人材を養成する。 

 

3.教育研究上の目的 

【本学部】 

日本・世界各地の文化や自然・社会環境等の研究、及び現代社会の様々な課題の解決に 

チャレンジでき、また、日本と世界をつなぐ人材の養成を通して、地域や世界の社会課題

の解決に貢献し、持続可能な社会の構築に寄与することを教育研究上の目的とする。 

 

【本学科】 

1）世界の多様な文化や自然・社会環境等を理解し、持続可能な社会の構築のために生涯

学び続けるための基礎力を、数理科学、地理学、環境科学、地域・文化学等に関する学

修、英語力修得のための学修、及びゼミナール教育等により涵養する。 

2）人文学から自然科学に至る幅広い専門知識の修得とスキルの獲得を図り、様々なデー

タや資料・文献情報を分析し読み解く力、論理的思考力を涵養する。 

3）世界の歴史・文化等の理解に加え、国際社会で通用する英語力の修得を図る。 

－設置等の趣旨（本文）－5－



 

4）国内外の多様な人々との協働の方法や、協働のためのコミュニケーション力、プロジ

ェクト推進のための実行力とマネジメント力をフィールドワーク等の実践学修により

修得する。 

 

（5）教育・研究対象とする学問分野 

本学部では、「文化学」「地域学」「環境学」「地理学」を基礎とし、世界や地域の歴史、生

活文化、異文化理解、自然・社会環境、防災等に関連する分野を教育・研究対象とする。こ

れらを総合的かつ実践的に学ぶための能力を養成する上で必要となる、語学(主に英語)、

データ分析(データサイエンスや数理科学)に関連した学問分野もまた、教育・研究対象と

する。 

  

（6）想定される進路 

「英語力」、「情報分析・活用力」、「コミュニケーション力」、「実践力」及び国際日本学や

環境サステナビリティ学の専門知識を修得した本学部の卒業生は、国内企業や外資系企業、

国や地方自治体、NPO法人等の非営利組織において活躍することが期待され、また、国内外

の大学院への進学も進路として想定される。例えば、 

1）グローバルな視野・英語力等を活かし、持続可能社会の実現に向け国際社会や国際交 

流の分野で活躍できる人材（グローバル企業、民間企業の国際協力部門、開発コンサル 

ティング部門、国・地方自治体の国際交流部門、国際協力機構[JICA]等の独立行政法人 

など） 

2）世界各地の地域特性等に関する知識を活かし、地域振興やまちづくり等に関わること 

  のできる人材（地方自治体の地域振興・まちづくり等の部門、地域づくり等の団体や 

  社会的企業、旅行代理業の企業など） 

3）国際社会の仕組みや地域の文化・歴史等に関する知識を活かし、多文化共生社会の実  

現や日本文化の発信に貢献することのできる人材（国・地方自治体の国際交流部門等、 

NPO・NGO、旅行代理業の企業、民間企業の海外マーケティング等の企画部門など）  

4）世界や地域の自然・社会環境等に関する知識を活かし、GXの推進や社会課題の解決に 

貢献できる人材（国・地方自治体の環境保全部門等、民間企業のサステナビリティ(CSR) 

部門、気象サービス等関連企業など） 

5）グローバルな視野、コミュニケーション力、言語・文化に関する知識等を活かし、質の 

高い日本語教育を提供できる人材（登録日本語教員、日本語学習支援者、日本語教育 

コーディネーターなど） 

 

上記 1)～5)のすべてにおいて、国内外の大学の大学院に進学し、さらに専門性を深め

る進路も想定される。 

 

（7）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP） 

【本学部のディプロマ・ポリシー】 

本学部本学科は、大学全体の学位授与方針【資料 14】に基づき、「専門分野の知識・ 

技能の修得」「教養の修得」「課題の発見と解決」「表現力、発信力」「多様な人々との協働」
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「自発性、積極性」の各項目に関して、以下の基準に到達するように編成された教育課程

において、所定の単位を修得した者に対して「学士（学術）」の学位を授与する。 

 

＜専門分野の知識・技能＞ 

(DP1-1)国際共創学科各専攻の専門分野に関する知識・技能を修得している。 

(DP1-2 共創基礎力）環境や文化を理解するための基礎となる地理学、環境科学、歴史、生

活文化等の学修を通じて世界や地域の環境、文化の理解を深め、また、データや資料・文

献の調査・分析に関する科目、ゼミナール科目等の学修により共創のための基礎力を身

につけている。 

(DP1-3 国際コミュニケーション基礎力）国内外におけるフィールドワークや演習、英語

科目の学修によりグローバルに活躍できるコミュニケーション力、英語力を身につけて

いる。 

(DP1-4 専攻ごとの専門知識やスキル）各専攻で必要とされる基礎的な知識とスキルを身

につけながら、テーマを絞ったより専門性の高い分野を体系的に学修し、国際日本学専

攻では、「文化学」「地域学」等に関する専門知識やスキル、環境サステナビリティ学専攻

では、「環境学」「地理学」等に関する専門知識やスキルを身につけている。 

  

＜教養の修得＞ 

(DP2-1 基礎教養)人文科学、社会科学、自然科学及びこれらにまたがる学際的な分野に関

する基礎的な知識を修得し、広い視野で思考・判断を行うことができる。 

(DP2-2 広い視野での思考・判断）人文科学、社会科学、自然科学及びこれらにまたがる学

際的な分野の基本的な概念と基礎となる思考方法を理解し、人間社会の諸問題を多角的

に把握するための幅広い教養と社会性・国際性を身につけ、広い視野で思考・判断を行

う力を身につけている。 

(DP2-3 社会人としての素養）幅広い学修により、社会人としての教養、倫理観、道徳観、

社会通念を身につけ、世界や地域社会に貢献できる社会人としての素養を身につけてい

る。 

  

＜課題の発見と解決＞ 

(DP3-1 情報の調査収集＋分析・解釈＋論理的思考）課題の本質や解決方法を見出すため

に必要な情報を書籍、関連学会誌・論文集、インターネットにより公開されているデー

タなどから収集、調査、分析・解釈する能力を身につけている。また、課題の解決に向け

て論理的に思考し、行動する力を身につけている。 

(DP3-2 課題解決のための実践力）フィールドワーク、実験・実習、演習、研究活動などを

通じて、社会課題に対して的確な解決方法を策定し、それを実践する力を身につけてい

る。 

  

＜表現力、発信力＞ 

(DP4-1 意見の発信力・表現力)自分の意見や考えを、外に向けて的確かつ明瞭に発信でき

る豊かな表現力を身につけている。 
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(DP4-2 専門知識・成果の発信力)専門的な内容及び学修・研究を通じて得られた成果を、

第三者に的確かつ明瞭に発信できる豊かな表現力と、その内容について他者と十分に討

論する能力を身につけている。 

  

＜多様な人々との協働＞ 

(DP5-1 協調性・コミュニケーション力)多様な人々と協働して課題解決に取り組んだ経験

を通じて、多様な価値観を受容し、協調性やコミュニケーション力を身につけ、チーム

の中で自分の役割を的確に果たすことができる。 

(DP5-2 多様な価値観の理解力）主たる「専攻科目」に加え、「フィールド・実践科目」、副

専攻科目等の学修を通じて、多元的な視点を持った柔軟な思考力を身につけ、他分野の

人とのコミュニケーションを図りながら多様な価値観を理解する能力を身につけている。 

(DP5-3 チームワーク力)協働する仲間との円滑なコミュニケーションを図りながら、自身

と他者の専門性を有効に組合せ、問題解決にあたるチームワーク力を身につけている。 

  

＜自発性、積極性＞ 

(DP6-1 自発性・積極性)様々な学びで獲得した知識・技能を、様々な活動(正課・正課外や

学内・学外を問わず)において自発的・積極的に活用した経験を有している。 

(DP6-2 知的好奇心・継続性）留学、インターンシップ、ボランティア、分野横断的あるい

は産学連携の PBL、卒業研究等の学修を通じて､未知なるものに挑む強い知的好奇心を持

ち、継続的に学修して社会課題の解決に貢献しようとする意欲とそれを実行するための

計画力を身につけている。 

 

（8）教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP） 

【本学部のカリキュラム・ポリシー】 

本学部本学科は、「学位授与の方針」を踏まえ、次のような方針で教育課程を編成・実施

する。また、本学の「学修成果に係る評価基準」に基づいて学修成績を評価する。【資料 15】 

 

<専門分野> 

(CP1)各専攻の専門分野を系統的・体系的に学修できるように、各科目を適切に配置する。 

(CP1-1)国際共創学部共通の基礎学力が修得できるよう、分野横断型の科目区分「基盤科目」

に必修科目を低学年時から配置する。さらに、年次進行に合わせて、基礎学力を補強し、

興味を広げて実践に活かすための多様な選択科目として、「共通文理」、「人文学系」及び

「自然科学系」科目を配置する。 

(CP1-2)英語による高いコミュニケーション能力や専門知識を修得するため、英語（言語）

に関連する科目について、所定の単位を修得することを卒業要件として設定する。 

(CP1-3)個々の学生の興味や、目指す将来の目的に柔軟に対応した学修計画が可能になる 

よう「グローバル科目」及び「発展科目」の科目区分を設定し、高度な専門知識の修得を

目指す。「発展科目」は、さらに「文化」、「地理・地域」、「環境」の科目区分から成り、

分野横断的に履修することにより、幅広くかつ専門的な知識の修得を可能とする。 

(CP1-4)地球規模の諸課題、及び地域社会が抱える諸課題の理解・解決に向けて、理論と実
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践の両面から学ぶため、「フィールド・実践科目」の科目区分を設定する。 

<教養＞ 

(CP2)幅幅広い教養と汎用性の高い技能を修得するための科目区分「全学共通科目」を設定

する。 

 

＜交流、協働＞ 

(CP3)視野を広げ、多面的な思考を促進するとともに、異分野の学生との交流、多様な人々

との協働を図るために、学部学科の枠を超えて幅広く学ぶことのできる仕組みを設ける。 

(CP3-1)所定の必修単位等に加え、全学共通科目及び専門科目の選択科目から 20 単位を修

得する。関心に応じて学部内の日本語教員養成コースのほか、全学共通の副専攻、他学

部・他大学の科目の履修ができる仕組みを設ける。 

 

＜思考力、表現力、課題解決力＞ 

(CP4)思考力、表現力、課題解決力を集中的に錬成するため、適切な年次に少人数の「ゼミ

ナール科目」等を置き、さらに卒業論文又はこれに代わる成果物の提出を必須とする。 

(CP4-1)自分の意見や考えを、外に向けて的確かつ明瞭に発信できる豊かな表現力を身に 

つけるため、1年次から 4年次まで「ゼミナール科目」を配置し、このうち 1年次の「ア

カデミック・スキルズⅠ・Ⅱ」、2年次の「英語文献講読」、3年次の「演習Ⅰ・Ⅱ」及び

4年次の「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。 

(CP4-2)課題解決力、及び実践力を錬成するために「フィールド・実践科目」の科目区分を

設ける。 

(CP4-3) 「卒業研究Ⅱ」においては卒業論文又はこれに代わる成果物の提出を必須とする。 

 

<自発性、積極性> 

(CP5)自発性、積極性を育む科目として、「海外フィールドスタディ」、「国内フィールドス  

タディ」、「共創プロジェクト」等を配置する。また、自発性、積極性の向上のため、留学、

インターンシップ等の単位認定の仕組み、及び上級者向けの選抜型の科目を配置する。 

 

（9）入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー：AP） 

【本学部のアドミッション・ポリシー】 

本学部本学科の「理念・目的」「教育目標（人材育成方針）」、学位授与方針（DP）、教育課 

程の編成・実施方針（CP）を踏まえ、以下のように入学者受入れの方針を定める。 

 

(AP1)求める学生像 

(AP1-1)歴史、文化、社会、自然環境に関する学修で得た知識を総合的に活用し、地域及び

地球規模の様々な現象・課題について関心を持ち、その解明・解決を目指す人 ①*・②

*    

(AP1-2)多様な背景をもつ他者と協働しながら、データ分析や実践学修を通して、地域及び

地球規模の様々な現象・課題を俯瞰し、自分の考えを論理的に表現・発信できる人 ②

*・③* 
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(AP1-3G)【国際日本学】多様な文化や国際交流に興味があり、日本語及び英語の運用能力の

向上を目指しながら、地域や国際社会の発展に貢献することを目指す人  ③*  

(AP1-3E)【環境サステナビリティ学】人と自然環境との関わりに興味があり、人と自然とが

共生する持続可能な社会の実現のため、環境に関わる様々な課題の探究や問題解決に意

欲を持つ人 ③*  

  

*番号①、②、③は学力の 3要素（下記学修成果）との関係性を示す   

①基礎的・基本的な知識・技能 

②知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その課題に向けて探究し、成果を表現する 

ために必要な思考力・判断力・表現力等の能力 

③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学修する態度  

  

(AP2)入学者の選抜方針 

入学者の選考に当たっては、本学部と各専攻の「求める学生像」を考慮しつつ、細心の注

意を払って公平かつ適正に選考を行う。 

    

(AP3)大学入学までに身につけておくべき教科・科目等  

・英語：海外でのフィールドワークや英語による授業、外国人学生とのコミュニケーショ

ンに必要な基礎的なリスニング力、スピーキング力。英語の書籍や文献の内容を理解し、

自分の意見を文章で表現できる基礎的なリーディング力、ライティング力。さらに英語

の運用能力の向上に強い関心があること、又はその実績（検定試験等）があること 

・国語：様々な文章を適切に理解する読解力。自分の考えを論理的に記述し、発信するた  

めの文章力。さらに日本語の運用能力の向上に強い関心があること、又はその実績があ

ること 

・数学：数値データを分析する上で必要となる基礎的な数式やグラフを理解する力。さら 

に論理的思考力の向上に強い関心があること、又はその実績があること 

・人文学系や自然科学系の様々な分野の学修にもとづく幅広い基礎的知識 

・地域・社会的活動（ボランティア等）や海外留学に関心があること、又はその実績があ 

ること 

・【国際日本学】日本及び世界の歴史・文化・社会に関心があること 

・【環境サステナビリティ学】日本及び世界の自然・生活環境に関心があること 

 

（10）養成する人材像及び 3つのポリシーの各項目との関係性について 

本学部本学科における、養成する人材像、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ー、アドミッション・ポリシーの各項目の関係性は、表 1のとおりである。 
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② 学部・学科等の特色 

（1）本学部本学科が担う高等教育の機能 

本学は、本学園創立者中村春二が目指した教育理念である「自発的精神の涵養と個性の

発見伸長を目指す真の人間教育」を目指すために、①知育偏重ではなく、人格、学問、心身

にバランスのとれた人間教育を実践し、確かな教養と豊かな人間性を兼ね備え、社会の発

展のために献身的に貢献できる人材を輩出する。②学術の理論及び応用を教授研究し、自

由な知の創造をはかり、もってその深奥を究めて文化の進展に寄与する。③地域社会に根

ざしつつ、世界に開かれた教育・研究機関として、その成果を社会に還元することを通じ

て、人類の共存に寄与する、というミッションを掲げている。本学部を含めて、本学の各学

部及び各研究科は、これらのミッションを、その専門領域に応じた社会的機能を果たすこ

とで実現することが求められている。【資料 16】 

中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平成 17年<2005 年>）によれば、高

等教育は多様化し、学習者の様々な需要に的確に対応するため、大学は位置付けや期待さ

れる役割・機能を十分に踏まえた教育・研究を展開し、個性・特色をいっそう明確にしてい

かなければならないとしている。その上で、大学が併有するとされる以下の主な７つの機

能に対し、各大学で保有する機能・比重の置き方で個性・特色を表すことで機能分化を求

めている。 

  

＜7つの機能＞ 

・世界的研究・教育拠点 

・高度専門職業人養成 

・幅広い職業人養成 

・総合的教養教育 

・特定の専門的分野（芸術・体育等）の教育・研究 

・地域の生涯学習機会の拠点 

・社会貢献機能（地域貢献、産学官連携、国際交流等)等 

  

このうち、本学では、主に「幅広い職業人養成」「総合的教養教育」「社会貢献機能」の 3

つの機能を有するとしている。その上で、本学部では、「国際社会で通用する英語力」、「論

理的思考力」、「データ分析・活用力」等を身につけるための基礎教育を重視するとともに、

「文化学」「地域学」「地理学」「環境学」を学際的、専門的かつ実践的に学びながら、文系

と理系、グローバルとローカル、理論と実践の複眼的な思考力、視野を獲得することで、

Society 5.0時代における「幅広い職業人養成」及び「総合的教養教育」のニーズに応える

ものと考えており、その実現のために以下に示す特色を有する。 

  

（2）本学科の 6つの特色 

1.国内外の地域で実践的に学ぶ「フィールドワーク」 

本学部では、必修科目として「フィールドワーク入門」を配置し、すべての学生がフィー

ルドに出て、実社会の成り立ちや社会課題について学修する。フィールドワークの目的や

意義、計画や準備の重要性について理解を深め、さらに実際の現地調査を通じて、データ
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収集、観察、測量、地図作成などの実践的なスキルを修得する。 

また、国内外の遠方地域に出向いてフィールドワークを行う「国内フィールドスタディ」、

「海外フィールドスタディ」等の科目の履修により、外国や日本の地域における社会課題

と向き合い、現場での様々な取り組みを経験しながら、課題解決や共創(他者との協働、コ

ミュニケーション、合意形成等)の方法を学ぶことができる。 

さらには、「理学基礎実験」、「環境科学実験」、「共創プロジェクト」といった様々な実験・

実習科目、アクティブラーニング科目では、机上で学んだ知識を実体験と結びつけて学べ

る授業を実施する。 

  

2. 1 年次から始まる少人数制の「ゼミ教育」 

本学部では、1年次から 4年次まで、少人数制のゼミナール科目を必修科目として配置す

る。1 年次では、「アカデミック・スキルズⅠ・Ⅱ」により、その後の学修生活を有意義に

送るために必要となる基本的な知識・技能や、資料収集の方法、パソコンによる資料・デー

タ管理、レポートの書き方など、実践的なスキルについて学修する。また、疑問点などにつ

いて、教員と学生及び学生同士でディスカッションし、各自の考えをレポート・論文とし

てまとめる訓練を積む。 

2 年次では、「英語文献講読」により、国際日本学や環境サステナビリティ学などの専門

分野に関する英語の学術論文や専門書などの基礎文献を読解し、基礎理論を学ぶ。 

3年次の「演習Ⅰ・Ⅱ」では、専門分野における研究能力や批判的思考力を養う。学生は、

個人又はグループの興味・関心に基づいて研究テーマを設定し、資料収集の方法や研究テ

ーマの背景などを理解し、それに基づいて研究計画を策定するスキルを身につける。また、

策定した研究計画に基づいて、実験や調査、データ収集を行い、得られた結果から考察を

深める。 

4年次の「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」では、これまでに身につけた専門的知識をもとに、独自の研

究プロジェクトを計画し実行する。さらに、研究成果を論文やプレゼンテーションにまと

め、他者からのフィードバックを受けることにより考察をより深化させる。 

  

3.国際社会で通用する「グローバル・コミュニケーション力」 

  国際社会で通用する英語力を涵養するため、英語を学ぶ科目(「全学共通科目」及び「専

門科目」)、英語で専門知識等を学ぶ科目（「グローバル科目」）を配置し、それらの中から

所定の単位を修得することを本学部全学生の卒業要件とする。国際社会への情報発信力や、

情報収集力、様々な国や地域の人たちとコミュニケーションを図ることのできる力を身に

つけることを目指す。 

1年次の「Intercultural Communication」(英語での授業)を必修として、英語コミュニ

ケーション能力を育成し、異文化理解・コミュニケーションに関する基礎的な知識や具体

例などを学ぶ。海外留学や研修も視野に入れ、自分とは異なる背景を持った他者とのコミ

ュニケーションにおいて、どのようなポイントに注意すべきなのか（ステレオタイプ、コ

ミュニケーションスタイル、ノンバーバル・コミュニケーション、カルチャーショック等）

を、特に英語を媒体とした交流に主眼を置いて実践的に学んでいく。 

「海外フィールドスタディ」や「国際協力論」等の科目により、国際社会での様々な活動
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などを理解し、英語学修へのモチベーションを高める。また、短期・中期・長期の海外留学

を推奨するとともに、全学の国際教育プログラムである「成蹊 Global Study Program 

（GSP）」への積極的な参加を促す。 

  

4.独自のカリキュラムで養う「複眼思考」 

本学科の下に「国際日本学専攻」「環境サステナビリティ学専攻」の 2 専攻を設定する。

「国際日本学専攻」では、「文化学」「地域学」などを基盤分野とし、「環境サステナビリテ

ィ学専攻」では、「地理学」「環境学」などを基盤分野とする。これら 2つの専攻では、日本

や世界各地の文化や自然・社会環境等をグローバルな視野で理解し、人文学系と自然科学

系の両面にわたる基礎教育と、各専攻に立脚した専門教育、専門の垣根を越えた融合教育

を実施することにより、グローバルとローカル、文系と理系、理論と実践の複眼的な思考

力、視野を獲得する。具体的には、専門科目の基盤科目に『共通文理』『人文学系』『自然科

学系』の各科目区分を設定する。さらに「グローバル科目」と「発展科目」を置き、「発展

科目」には『文化』『地理・地域』『環境』の各科目区分を設定し、2つの専攻毎に各科目区

分からバランスよく科目を履修する。 

また、両専攻の各分野を専門とする教員、学生の交流によって、文理の枠を越えた新た

な研究分野が創出され、日本や世界各地の文化や自然・社会環境等をグローバルな視野で

理解し、人文学系と自然科学系の両面にわたる成果が生み出されるものと期待される。 

  

5.Society 5.0時代の必須スキル「データ分析・活用力」 

本学部では、従来の文系的素養、理系的素養をもった学生が混在することが想定される

が、すべての学生が「データサイエンス基礎」「統計学基礎」を学修し、様々な専門分野で

扱うであろう数値データの分析力や論理的思考力の基礎を身につける。また、各自の興味

に応じて、「数学基礎」「線形代数学」「微分積分学」「プログラミングの基礎」「データサイ

エンス発展」「環境データ解析」「環境数理科学」「地理情報科学」等を履修することが可能

であり、より発展的なデータ分析力を身につけることができる。さらに、前述したゼミナ

ール科目(演習Ⅰ・Ⅱ、卒業研究Ⅰ・Ⅱ)により、各種資料、文献から必要な情報を抽出し、

分析する力を涵養する。 

全学共通科目の「情報基礎 B」や全学の副専攻制度にある「総合 IT副専攻」「データサイ

エンス副専攻」等の科目履修により、ICT 活用力をさらに磨くことも可能となる。 

  

6.国家資格取得を見据えた「日本語教員養成」 

海外において、日本に興味を持つ人たちが増加傾向にあると言われている。日本の美し

い風土、無形文化遺産の和食などに代表される伝統文化のほか、マンガ、アニメ、J-POP、

ファッションや精度の高い工業技術など外国人の興味を惹くものが数多くある。日本の文

化や言語に興味を持ち、日本語を学びたいという外国人は増加傾向にあり、日本語が母語

でない人に対して日本語や日本の文化などを教えたり、日本語の学習を支援したりする「日

本語教師」が必要とされている。特に、海外からの留学生、日本で就職したい外国籍の方な

どが教授・支援の対象者となる。 

令和 5 年（2023年）に「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関
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の認定等に関する法律（以下「日本語教育機関認定法」という。）」が成立し、「日本語教師」

は、「登録日本語教員」という新たな国家資格となった。本学科では、日本語学習者に適切

な指導ができるように、日本語の仕組みや歴史、日本語教授法などを学ぶための「日本語

教員養成コース」を設置する。この日本語教員養成コースは、日本語教育機関認定法に定

める「登録日本語教員養成機関」及び「登録実践研修機関」（科目名：「日本語教育実習」）

の認定を受ける予定であり、両方が認定された場合には、この日本語教員養成コースを修

了し、学位を取得した上で、その後「応用試験」に合格することで「登録日本語教員」の資

格を得ることができる。日本語教員養成コースは、既に本学文学部で設置されており、本

学部の設置にあわせて、両学部で協働して運営することとしている。 

なお、「登録日本語教員養成機関」及び「登録実践研修機関」の申請については、当該機

関を開始する 1年前以内に申請することとなっている。これにより、「登録日本語教員養成

機関」の申請は令和 7年度（2025年度）に行うが、「登録実践研修機関」については、3年

次配当としている「日本語教育実習」の履修を開始する年度（令和 10 年度〈2028〉年度）

の 1年前となる令和 9年度（2027年度）に申請することとなる。 

本学部では、「フィールド・実践科目」等によって、課題解決や共創(他者との協働、コミ

ュニケーション、合意形成等)の方法を学ぶ。また、日本や世界各地の文化や自然・社会環

境等をグローバルな視野で理解し、人文学系と自然科学系の両面にわたる基礎教育を実施

するほか、国際社会で通用する英語力の涵養を目指している。これらの学修により得られ

た能力は、外国人に日本語を教えるための高いスキルを身につける上で極めて有用なもの

である。 

 

③ 大学、学部・学科等の名称及び学位の名称 

本学部・学科の名称は、先述のとおり、「日本をはじめとする世界各地の文化や自然・社

会環境等をグローバルな視野で理解し、人文学系と自然科学系の両面にわたる複眼的な思

考と他者との協働によって、現代社会の様々な課題にチャレンジして解決できる、また、

日本と世界をつなぐ人材を養成する」という人材養成像を掲げていること、また、先述の

とおり、「私たちは、課題の解決だけでなく、協働によって新たな成果や価値などを生み出

すための取組みのすべてを『共創』と定義する。文理の複眼的な視点を持ち、国際社会や地

域での(SDGs 達成のための)活動を『共創』によって推進することのできる人材こそが、持

続可能な社会の構築を可能にすると考えている。」ことに照らし、学部名を「国際共創学部」、

学科名を同じく「国際共創学科」と称する。 

また、学位の名称は、本学部・学科における教育学修・研究分野が横断的で多岐にわたる

こと、及び社会における流通性・通用性の観点から、学術的に広く認知されている分野の

名称として「学士(学術)」とする。【資料 17】 
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④ 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1）教育課程編成の基本方針 

本学部の教育課程については、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平 

成 17 年<2005年>）が要請する「専攻分野についての専門性を有するだけでなく、幅広い教

養を身につけ、高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を

支え、あるいは社会を改善していく資質を有する」、「21 世紀型市民」の育成を目指すとと

もに、第 5期科学技術基本計画において提唱されている Society 5.0時代に向けた、「全学

共通科目」と「専門科目」から成る教育課程を編成する。 

 

（2）カリキュラム・ポリシー 

【本学部のカリキュラム・ポリシー】 

本学部は、「学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー：DP)」を踏まえ、次のような方針で 

教育課程を編成・実施する。また、本大学の「学修成果に係る評価基準」に基づいて学修成

績を評価する。【資料 15】 

(CP1)各専攻の専門分野を系統的・体系的に学修できるように、各科目を適切に配置する。 

(CP1-1)国際共創学部共通の基礎学力が修得できるよう、分野横断型の科目区分「基盤科目」

に必修科目を低学年時から配置する。さらに、年次進行に合わせて、基礎学力を補強し、

興味を広げて実践に活かすための多様な選択科目として、「共通文理」、「人文学系」及び

「自然科学系」科目を配置する。 

(CP1-2)英語による高いコミュニケーション能力や専門知識を修得するため、英語（言語）

に関連する科目について、所定の単位を修得することを卒業要件として設定する。  

(CP1-3)個々の学生の興味や、目指す将来の目的に柔軟に対応した学修計画が可能になる 

よう「グローバル科目」及び「発展科目」の科目区分を設定し、高度な専門知識の修得を

目指す。「発展科目」は、さらに「文化」、「地理・地域」、「環境」の科目区分から成り、

分野横断的に履修することにより、幅広くかつ専門的な知識の修得を可能とする。 

(CP1-4)地球規模の諸課題、及び地域社会が抱える諸課題の理解・解決に向けて、理論と実

践の両面から学ぶため、「フィールド・実践科目」の科目区分を設定する。 

(CP2)幅広い教養と汎用性の高い技能を修得するための科目区分「全学共通科目」を設定 

する。 

(CP3)視野を広げ、多面的な思考を促進するとともに、異分野の学生との交流、多様な人々

との協働を図るために、学部学科の枠を超えて幅広く学ぶことのできる仕組みを設ける。 

(CP3-1)所定の必修単位等に加え、全学共通科目及び専門科目の選択科目から 20 単位を修 

得する。関心に応じて学部内の日本語教員養成コースのほか、全学共通の副専攻、他学

部・他大学の科目の履修ができる仕組みを設ける。 

(CP4)思考力、表現力、課題解決力を集中的に錬成するため、適切な年次に少人数の「ゼミ

ナール科目」等を置き、さらに卒業論文又はこれに代わる成果物の提出を必須とする。 

(CP4-1)自分の意見や考えを、外に向けて的確かつ明瞭に発信できる豊かな表現力を身に 

つけるため、1年次から 4年次まで「ゼミナール科目」を配置し、このうち 1年次の「ア

カデミック・スキルズⅠ・Ⅱ」、2年次の「英語文献講読」、3年次の「演習Ⅰ・Ⅱ」及び

4年次の「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。 
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(CP4-2)課題解決力、及び実践力を錬成するために「フィールド・実践科目」の科目区分を

設ける。 

(CP4-3)「卒業研究Ⅱ」においては卒業論文又はこれに代わる成果物の提出を必須とする。 

(CP5)自発性、積極性を育む科目として、「海外フィールドスタディ」、「国内フィールドス  

タディ」、「共創プロジェクト」等を配置する。また、自発性、積極性の向上のため、留学、

インターンシップ等の単位認定の仕組み、及び上級者向けの選抜型の科目を配置する。 

 

本学部のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係性は、次表に示すと

おりである。 

 

[表 2] 

DP CP 

DP1 専門分野の知識・技能 CP1（専門分野）各専攻の専門分野を系統的・体系的に

学修できるように、各科目を適切に配置する。 

DP2 教養の修得 CP2（教養）幅広い教養と汎用性の高い技能を修得する

ための科目区分「全学共通科目」を設定する。 

DP3 課題の発見と解決 CP4（思考力、表現力、課題解決力）思考力、表現力、

課題解決力を集中的に錬成するため、適切な年次に少人

数の「ゼミナール科目」等を置き、さらに卒業論文又は

これに代わる成果物の提出を必須とする。 

DP4 表現力、発信力 

DP5 多様な人々との協働 CP3（交流、協働）視野を広げ、多面的な思考を促進す

るとともに、異分野の学生との交流、多様な人々との協

働を図るために、学部学科の枠を超えて幅広く学ぶこと

のできる仕組みを設ける。 

DP6 自発性、積極性 CP5（自発性、積極性）自発性、積極性を育む科目とし

て、「海外フィールドスタディ」、「国内フィールドスタ

ディ」、「共創プロジェクト」等を配置する。また、自発

性、積極性の向上のため、留学、インターンシップ等の

単位認定の仕組み、及び上級者向けの選抜型の科目を配

置する。 

 

（3）全学共通科目 

本学では、平成 22年度（2010年度）より、全学部の教養教育を担うため全学共通科目を

設定しており、「成蹊教養カリキュラム」と称している。大学での学修の基礎となる知識や

スキルを身につけるとともに、市民性・公共性を育むことを目指して、以下のとおり、大学

全体のカリキュラム・ポリシー(CP)を設定している。 

 

(CP1) (各学科、各専攻の)専門分野を系統的・体系的に学修できるように、各科目を適切

に配置する。 

(CP2)広い教養と汎用性の高い技能を修得するための科目群「成蹊教養カリキュラム」を設

ける。 

(CP3)視野を広げ、多面的な思考を促進するとともに、異分野の学生との交流、多様な人々

との協働を図るために、学部学科の枠を超えて幅広く学ぶことのできる仕組みを設ける。 

(CP4)思考力、表現力、課題解決力を集中的に錬成するために、（各学科の教育課程の適切
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な年次に）少人数の演習科目を置き、さらに卒業論文（またはこれに代わるもの）の作成

を必修とする。 

(CP5)自発性、積極性の達成のため、留学等の単位認定の仕組み、及び上級者向けの選抜型

の科目を設ける。 

 

本学部が開設を予定する令和 8 年度（2026 年度）からの全学共通科目については大幅な

見直しを行い、技法知・学問知・実践知をバランスよく修得するために、「コミュニケーシ

ョン(『外国語科目』、『日本語力科目』)」「情報（『情報リテラシー』、『データサイエンス』）」

「ライフデザイン（『キャリア教育科目』、『健康・スポーツ科目』）」「教養基礎（『人文学』、

『社会科学』、『自然科学』、『総合』）」「持続社会探究（『環境・地域』、『国際理解』、『人権・

共生』、『実践』）」の 5 つの科目区分を大きな柱としたカリキュラムを定めた。また、教育

課程(各授業科目)は、カリキュラム・ポリシーの各項目と整合するように定められており、

例えば、(CP5)「自発性、積極性の達成のため、留学等の単位認定の仕組み、及び上級者向

けの選抜型の科目を設ける」に基づいて、「ライフデザイン」の科目区分においてインター

ンシップ科目（「丸の内ビジネス研修」など）を配置している。 

 

ア コミュニケーション 

  「コミュニケーション」は、『外国語科目』と『日本語力科目』から成り、さらに『外国 

語科目』は、『英語』と『初修外国語』の 2つの科目区分から成る。 

  『英語』は、1年次の「College English（Listening & Speaking）Ⅰ・Ⅱ」、「College 

English（Reading & Writing）Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。他の選択科目は、学生の英語学修に

対するニーズ、能力等に応じて履修できるようになっている。 

 『初修外国語』は、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語から選択し、そ

れぞれの語学を基礎から学び、実践的スキルや国際理解能力の養成に向けて積み上げるこ

とができるほか、「世界の言語」としてロシア語Ⅰ・Ⅱ、タイ語Ⅰ・Ⅱ、イタリア語Ⅰ・Ⅱ、

ルーマニア語Ⅰ・Ⅱを学修することができる。 

  『日本語力科目』は、社会人にふさわしい日本語力を身につけることを目標とした科目

群であり、文章の書き方、読み方、漢字、話し方に関わる科目が配置される。中でも「日本

語表現講義」「実践日本語表現」などの科目は、多数の学生に履修を推奨するコア科目とし

ている。 

 

 

イ 情報 

  「情報」は、『情報リテラシー』と『データサイエンス』の 2つの科目区分から成る。 

すべての「情報」科目は 1年次前期又は後期から配当され、各自の興味に応じて、『情報リ

テラシー』であれば、「情報基礎 B」、「情報技術活用概論」、「Python入門」、「オフィスソフ

トの活用と実践」、「Webサイト作成入門」、「Excel VBA 入門」、「Java入門」、『データサイ

エンス』であれば、「データサイエンス入門」、「データサイエンスのための基礎数学」、「Excel

によるデータ分析入門」、「データベース入門」、「AI 入門」、「統計分析入門」の科目履修が

可能となっている。 
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ウ ライフデザイン 

 「ライフデザイン」は、『キャリア教育科目』と『健康・スポーツ科目』の 2つの科目区

分から成る。 

  『キャリア教育科目』では、基礎科目としての「キャリアプランニング」を 1 年次前期

から配当するとともに、演習科目の「ビジネストレーニングセミナー」「キャリアセミナー」

を 1 年次後期に配当している。キャリア形成に関わる講義科目及び演習科目を 1 年次から

順次履修可能な科目配当となっている。インターンシップの管理・支援部門として、成蹊

大学キャリア支援センターを設置し、学生が自己の職業適性や将来設計について考える上

で貴重な機会となるインターンシップ等の情報・機会を提供している。特に、3年次配当の

｢丸の内ビジネス研修」は、本学と協力企業が共同で行う学部横断型の産学連携人材教育プ

ログラム「丸の内ビジネス研修（Marunouchi Business Training：MBT、以下「MBT」とい

う。）」の科目であり、2年次配当の「丸の内ビジネス研修準備講座」でビジネス課題解決を

する基礎力を身につけた上で、この研修（科目）を受講することになる。MBT に関する詳細

は、「⑧（3）」で述べる。 

 また、「SEP科目」は、「⑱ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制（1）教育課程上

の取組み」で後述する、令和 8 年度（2026 年度）から新たに導入する「成蹊アントレプレ

ナーシッププログラム」の中心として構成される科目である。 

  『健康・スポーツ科目』では、様々な競技種目を通して、スポーツに関連する理論を学び

ながら、実際にそれを体感する実践を交え、自己マネジメント・集団マネジメントの手法

を学ぶ演習科目と、スポーツと科学、文化、社会及び健康に関する理論をより深く学ぶ講

義科目を設けている。 

 

エ 教養基礎 

  「教養基礎」は、『人文学』、『社会科学』、『自然科学』、『総合』の 4つの科目区分から成

り、「総合セミナーB」以外のすべての科目が 1 年次から履修できる。大学生、社会人とし

て必要な教養の知識を身につけ、次項に記す「持続社会探究」科目や所属学科の専門教育

の学修につなげる。学問知を育むことを狙いとしているため、「人文学」、「社会科学」、「自

然科学」の学問系統に応じた科目構成とする一方、分野横断的な内容をカバーするため、

又は、学問分野に寄らない学びを提供するため、『総合』という科目区分を設定している。 

 

オ 持続社会探究 

  「持続社会探究」は、ESD（持続可能な開発のための教育）の考え方を取り入れて、『環

境・地域』、『国際理解』、『人権・共生』、『実践』の 4 つの科目区分から構成している。各

科目区分の基盤的内容を扱う科目については 1 年次前期から配当し、2 年次以降は、文理

横断的又は学際的な視点から、先述の「コミュニケーション」、「情報」、「ライフデザイン」、

「教養基礎」の各科目で学んだ知識等を活かし、持続可能な社会の構築に向けた発展的内

容を学修する。 
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（4）本学科の専門科目の編成の考え方及び特色 

本学科における「専門科目」については、専門分野を系統的・体系的に学修できるよう

に、各科目を適切に配置している。各科目の関係は、カリキュラムマップ【資料 18】、カリ

キュラムツリー【資料 19】に示されるとおりである。 

  「全学共通科目」、「専門科目」を効果的に履修できるよう、大学における学修のための

基本的知識やスキルを修得するための科目を 1 年次に配置する。また、情報倫理、研究倫

理等についても 1 年次に学修する。少人数クラスで、個人やグループで主体的に学んでい

く「ゼミナール科目」を 1 年次から 4 年次まですべてに配置し、様々な学識を深めるとと

もに、資料のまとめ方やプレゼンテーションのやり方、ディスカッションの進め方などを

学修する。 

  本学科の専門性を身につけるため、「基盤科目」、「グローバル科目」、「発展科目」、「フィ

ールド・実践科目」、「日本語教員養成コース科目」を設け、年次進行に合わせて各科目を

配置している。 

  「基盤科目」では、『共通文理』『人文学系』『自然科学系』科目を、文理の複眼的思考力

が身につくようにバランス良く配置し、低学年次を中心に履修する。すべての学生が論理

的思考力、データ分析力を身につける上での基礎を固めるための必修科目を 1 年次に配置

する。また、英語コミュニケーション能力育成と、異文化理解・コミュニケーションに関

する基礎的な知識や具体例などを学ぶための必修科目を 1年次に配当する。 

  「グローバル科目」では、様々な分野の内容を英語で学ぶ科目を 2 年次に配置する。基

盤科目の人文学、自然科学分野の内容のさらなる充実と、発展・応用の科目を配置し、同

時に専門分野における英語力を身につける。 

  「発展科目」では、『文化』『地理・地域』『環境』の科目区分を設け、個々の学生が自身

の目指す将来の目的を達成するための学修計画が可能となるように、広範な専門分野の中

から各自の興味や関心などに応じて履修することができるよう科目を配置する。 

「フィールド・実践科目」では、様々な知識やスキルを総合的に活用し、実践適用できる能

力を身につけることを目的として科目を配置する。また、他者との協働により、コミュニ

ケーション力、計画の立案・推進力、他者との合意形成の手法、情報の発信力などを身につ

ける。 

「日本語教員養成コース科目」では、登録日本語教員の資格を取得する上で必要となる 

 日本語科目を配置する。 

  上記に加え、留学、インターンシップ、ボランティア、PBL、卒業研究等の学修を通じて､

個々の学生の学修計画に応じて広範な応用能力を自発的かつ積極的に身につけるとともに、

継続的に学修する習慣付けとなる科目を配置している。また、本学科の深い専門性を身に

つけるため、国際日本学専攻、環境サステナビリティ学専攻の 2 つの専攻を設け（入学者

選抜において専攻ごとに募集人員を設定する）、以下のような専攻ごとの目的を設定する。 

 

【国際日本学専攻】 

文化学、地域学等を基盤分野とし、日本及び世界をつなぐ文化の交流・多様性、さらに 

グローバル化する日本・世界の地域の諸課題、日本語教育等について多角的に学ぶ力を身 

につけることを目的とする。 
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【環境サステナビリティ学専攻】 

環境学、地理学等を基盤分野とし、日本・世界の自然・社会環境並びに地域及び地球規 

模の諸課題を多角的に学ぶ力を身につけることを目的とする。 

 

科目区分ごとの編成の考え方及び特色は、以下のとおりである。 

 

【ゼミナール科目】 

ゼミナール科目は、少人数クラスにより実施され、教員と学生、学生同士の対話により、

課題の背景なども含めた深い理解を可能とするもので、計画力、実践力、質問力、情報発信

力等を身につけるための科目を 1年次から 4年次まで必修科目として配置する。「ゼミナー

ル科目」は、本学部における学修の基礎から発展・応用に至る総合的な科目であり、本学部

での学修の根幹を成すことから主要授業科目として設定している。 

1年次の「アカデミック・スキルズⅠ」により、大学での学修に必要なスキル、情報倫理、

研究倫理等を学修し、4年間の学修の基盤を構築する。「アカデミック・スキルズⅡ」では、

課題の設定、資料収集の方法、資料・データ管理、レポートの書き方など、実践的なスキル

について学修する。また、疑問点などについて、教員や学生同士でディスカッションをし、

各自の考えをレポート・論文としてまとめる訓練を積む。 

2年次の「英語文献講読」では、国際日本学や環境サステナビリティ学などの専門分野に

関する英語の学術論文や専門書などの基礎文献を読解し、基礎理論を学ぶ。 

3年次の「演習Ⅰ・Ⅱ」では、個人又はグループの興味・関心に基づいて研究テーマを設

定し、資料収集の方法や研究テーマの背景などを理解し、それに基づいて研究計画を策定

するスキルを身につける。また、策定した研究計画に基づいて、実験や調査、データ収集を

行い、得られた結果から考察を深める。 

4年次の「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」では、これまでに身につけた専門知識をもとに、独自の研究

プロジェクトを計画し実行する。さらに、研究成果を論文やプレゼンテーションにまとめ、

他者からのフィードバックを受けることにより考察をより深化させる。 

 

【基盤科目】 

  「基盤科目」は、『共通文理』、『人文学系』、『自然科学系』の科目区分を設定し、本学部

の専門性を深めるための基盤となる科目を設定している。また、「基盤科目」には、「発展

科目」、「フィールド・実践科目」を履修する上で必要な科目を多く含んでいる。特に、『共

通文理』の科目区分では、従来の文系的専門性、理系的専門性のどちらであっても共通し

て求められる基盤的知識や素養などを身につけるための科目を配置し、1 年次に 5 つの必

修科目「国際共創入門」、「Intercultural Communication」、「データサイエンス基礎」、「統

計学基礎」、「サステナビリティ概論」を配置している。これらは、養成する人材像に掲げ

る「持続可能な社会の構築のために生涯学び続けるための基礎力」を身につけるために不

可欠な科目であり、いずれも主要授業科目として設定されている。『人文学系』科目では、

文化、歴史、言語、地域等に関連した基盤科目を配置している。『自然科学系』科目では、

数学や自然科学一般、環境等に関連した基盤的科目を配置している。 
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【グローバル科目】 

「グローバル科目」では、従来の文系的、理系的な様々な分野の内容について英語で学

ぶ科目を配置している。ここでは、様々な分野の英語の学術用語に触れ、実用的な英語力

を鍛えながら専門知識を獲得することを目指している。 

 

【発展科目】 

「発展科目」では、2年次以降に配当される『文化』、『地理・地域』、『環境』の科目区分

を設定し、本学部の専門性を深く学ぶための科目を配置している。また、「発展科目」は、

人文学系と自然科学系の両面にわたる複眼的な思考と、日本・世界各地の文化や自然・社

会環境等の研究、及び現代社会の様々な課題の解決にチャレンジするための深い学識やス

キルを身につけるための科目となっている。『文化』の科目区分では、日本をはじめとする

世界各地の多様な文化や歴史等、「国際日本学専攻」に関連した分野の専門科目を配置して

いる。『環境』の科目区分では、自然・社会環境、環境科学等、「環境サステナビリティ学専

攻」に関連した分野の専門科目を配置している。『地理・地域』の科目区分では、2 つの専

攻にまたがる内容の科目を配置し、2つの専攻の融合科目群的な構成となっている。2つの

専攻では、各自の専攻に関連した科目に加えて、自身の興味や志す専門性に応じて『文化』、

『地理・地域』、『環境』の中から、バランス良く科目を履修することができる仕組みとなっ

ている。 

 

【フィールド・実践科目】 

  「フィールド・実践科目」は、様々な知識やスキルを総合的に活用し、実践適用できる能

力を身につけることを目的として配置している。また、本学科において養成する人材像に

基づく教育上の目的として掲げている「国内外の多様な人々との協働の方法や、協働のた

めのコミュニケーション力、プロジェクト推進のための実行力とマネジメント力をフィー

ルドワーク等の実践学修により修得する」ための科目ともなっている。特に、1年次に必修

科目として配当する「フィールドワーク入門」は、実地調査やフィールドワークの基礎的

なスキルを身につけるためのものであり、主要授業科目として設定している。「国内フィー

ルドスタディ」、「海外フィールドスタディ」により、外国や日本の地域における社会課題

と向き合い、現場での様々な取組みを経験しながら、課題解決や共創(他者との協働、コミ

ュニケーション、合意形成等)の方法を学修する。 

「理学基礎実験」、「環境科学実験」、「共創プロジェクト」といった実験、実習、アクティ

ブラーニングの科目により、机上で学んだ知識を実体験と結びつけながら学修するなど、

様々な「フィールド・実践科目」により、理論と実践の両面から専門性を深めることを目指

す。 

 

【日本語教員養成コース科目】 

日本語教員養成コースでは、増加傾向にある日本の文化や言語に興味を持ち、日本語を

学びたいという外国人（日本語が母語でない人）に対して、日本語や日本の文化などを教

えたり、日本語の学習を支援する「日本語教師」として社会に貢献できる人材を養成する。    

本学部において、日本語の仕組みや歴史、日本語教授法などの学修に加え、日本や世界
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各地の文化や自然・社会環境等をグローバルな視野で理解し、人文学系と自然科学系の両

面にわたる基礎を学び、また、国際社会で通用する英語力を身につけることにより、「日本

語教師」としての高いスキルを修得することが可能と考える。 

日本語教員養成コースのカリキュラムは、登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリ

キュラム（令和 6年<2024年>4月 1日 日本語教育部会決定）で規定する登録実践研修及び

養成課程それぞれに定められている目標を網羅するよう、各課程の開設科目一覧（登録日

本語教員養成機関）に基づき科目を配置している。 

登録実践研修（日本語教育実習）を履修するための要件は、「⑦ 実習の具体的計画」の

項で、日本語教員養成コースを修了するための要件については、「⑨ 取得可能な資格」の

項で、それぞれ説明する。 

  

（5）副専攻制度 

本学では、カリキュラム・ポリシーに定める、（CP3）「視野を広げ、多面的な思考を促進

するとともに、異分野の学生との交流、多様な人々との協働を図るために、学部学科の枠

を越えて幅広く学ぶことのできる仕組みを設ける」に基づき、全学的に運用する「副専攻」

制度を設けている。【資料 20】 

副専攻制度は、所属学科の専門教育に加え、学生の多様な関心や目的に応じて、一定の

系統的なまとまりをもって様々な知識を学修できるようにする仕組みであり、ワンキャン

パスに文系理系すべての学部学科が集まる本学の利点を活かした取組みである。現時点（令

和 7年＜2025年＞4月 1日現在）では、以下に掲げる 18の副専攻を設けている。 

 

＜開設副専攻＞ 

歴史文化学副専攻、哲学思想副専攻、地理環境学副専攻、社会福祉副専攻、公共政策副専

攻、言語文化副専攻（ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語）、グローバル・

コミュニケーション副専攻、国際関係副専攻、経済学副専攻、経営学副専攻、法律学副専

攻、政治学副専攻、文学副専攻、心理学副専攻、科学と社会副専攻、総合 IT副専攻、デー

タサイエンス副専攻、SDGs 副専攻 

 

副専攻を履修するための事前の申請は不要であるが、所属学部以外及び「全学共通科目」

以外の他の学部の開講科目（以下「他学部科目」という）を履修するときには、他学部科目

履修の申請を当該学部に対して行う必要がある。 

副専攻の修了は、当該副専攻で規定される科目のうちから 16 単位以上を修得した上で、

申請を行った者に対し要件充足等の修了認定を行い、認定者には修了証を交付する。 

副専攻として履修した科目の単位は、教職課程に関する科目の一部を除き、他学部科目も

含め卒業に必要な単位として算入できる。 
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⑤ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）教育方法 

  本学部は、上記「④ 教育課程の編成の考え方及び特色」に示したように、「ゼミナール

科目」、「基盤科目」、「グローバル科目」、「発展科目」、「フィールド・実践科目」、「日本語教

員養成コース科目」の各科目区分を設定し、演習、講義、フィールドワーク、実験等を組み

合わせた体系的・段階的な教育を行う。授業内容に応じた授業方法の特徴、授業方法に適

した受講者数、配当年次等については、下記のとおり設定する。 

  

1.分野横断型の教育 

  本学部の人材養成像に掲げた「文理の複眼的視点」を獲得するために、1年次から「基盤

科目」として、『共通文理』、『人文学系』、『自然科学系』の 3つの科目区分から構成される

各分野及び分野横断型の科目区分を配置する。この「基盤科目」は、各分野の基礎的内容

を扱い、主に講義形式（1クラスの受講者数の上限は 150人程度）で行われる。学生は、『共

通文理』、『人文学系』、『自然科学系』の各科目区分から所定の単位数の修得が求められる。

『共通文理』の講義科目「国際共創入門」と「サステナビリティ概論」は必修科目であり、

学部共通の導入科目として位置付けられる。「国際共創入門」は、基幹教員のうち 14 名が

それぞれの専門分野での研究トピックを紹介するオムニバス方式を採用し、オンデマンド

配信によるメディア授業として運営する。「サステナビリティ概論」は、本学部が目指す「持

続可能な社会の実現」に関わる世界と地域の動向を扱う。2年次からは、1年次に修得した

基礎を補強し、興味を広げて実践に活かすため、「発展科目」が配当される。この「発展科

目」は、『文化』、『地理・地域』、『環境』の分野別に、主に講義形式で行われ、学生はそれ

ぞれの分野から所定の単位数の修得が求められる。3年次からは、「国際日本文化特殊講義」、

「地理学・地域学特殊講義（持続観光開発論）」、「地球環境学特殊講義（グローバル気候学）」、

「地球環境学特殊講義（地球・宇宙環境学）」等が講義形式で開講され、4年次の「卒業研

究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」に向けた発展的かつ専門性の高い学識を修得する。 

以上のように、本学部は分野横断型の教育を行い、1 年次から 4 年次にかけて「基盤科

目」から「発展科目」へと段階的な教育を展開する。  

  

2.グローバル・コミュニケーション 

本学部は、異文化・多様性理解などグローバル社会で必要なスキルを身につけることを

目的に、英語力強化を中心とした言語・グローバルスキルの育成に力点を置く。 

英語を学ぶ科目(「全学共通科目」及び「専門科目」)及び英語で専門知識等を学ぶ科目

（「グローバル科目」）に関しては、「全学共通科目」と本学部の「専門科目」を合わせて、

学生には 32 単位以上の修得が求められる。「外国語科目」は、「英語」に加え、「初修外国

語（スペイン語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語）」が履修できる。語学力の養成

に適切な効果を得るため、主に少人数編成（1 クラスの受講者数の上限は 35人程度）で運

営される。また、「英語」科目は、入学時の TOEICスコアに応じたレベル別クラスで編成さ

れる。「全学共通科目」の「海外言語文化研修」では、海外の大学に留学する者を対象に、

事前学修、現地研修、事後学修を通じ、英語による高度な言語運用能力やコミュニケーシ

ョン能力の獲得を目指す。本学部では、1年次に短期海外研修、2年次以降に中・長期の海
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外研修を奨励する。本学部の「専門科目」としては、1年次の「Intercultural Communication」

においてレベル別クラス編成で英語力の強化に取り組み、異文化理解・コミュニケーショ

ンに関する基礎的な知識を養成する。2年次の「英語文献講読」では、国際日本学や環境サ

ステナビリティ学の専門分野に関わる英語の学術論文などの基礎文献を読解し、基礎理論

を扱う。また、同じく 2 年次から「グローバル科目」が配当され、政治、経済、文化、社

会、環境などの多様な科目群により、英語を使用言語とした専門教育を行う。なお、この

「グローバル科目」は、E形式（使用言語は英語のみ）と E/J形式（英語で書かれたテキス

トを使用、使用言語は英語と日本語を併用）に分かれ、授業の効果を考慮し、E形式の 1 ク

ラスの受講者数上限は 30人程度、E/J形式は 60人程度とする。 

以上のように、レベル別、少人数のクラス編成を取り入れ、グローバル・コミュニケーシ

ョン能力を養成する。 

  

3.データ情報分析・活用 

本学部は、Society 5.0時代の必須スキルとして、データ分析・活用力を養うことを目指

し、学部共通の必修科目として 1 年次に「データサイエンス基礎」、「統計学基礎」を配当

する（1クラスの受講者数の上限は 45人程度）。いずれも段階的な教育を展開し、2年次後

期に選択科目として「統計学発展」、3 年次前期に「データサイエンス発展」、「環境データ

解析」を配当する。この他、1年次後期に「プログラミングの基礎」、2年次前期に「コンテ

ンツ・デザイン」など情報系の科目を、1年次に「数学基礎」、「線形代数学」、2年次前期に

「微分積分学」など数学系の科目を配当し、データ分析・活用に必要な知識を獲得する。 

  

4.フィールドワーク 

課題解決力及び実践力を錬成するために「フィールド・実践科目」の科目区分を設け、フ

ィールドワークを取り入れた実践的な授業を行う。1年次前期配当の「フィールドワーク入

門」（1 クラスの受講者数の上限は 40人程度）は、学部共通の必修科目であり、実地調査や

フィールドワークの基礎的なスキルを身につけ、大学が所在する武蔵野市・吉祥寺をはじ

め、都内での実地調査を行う。また、1年次前期から選択科目として「国内フィールドスタ

ディ」（1クラスの受講者数の上限は 20人程度）を配当し、教室をはなれた国内（地方の都

市部や農村など）でのフィールドワークを実施する。2年次前期からは選択科目として「海

外フィールドスタディ」（1 クラスの受講者数の上限は 20人程度）を配当し、大学での講義

とともに海外でのフィールドワークを実施する。同じく 2 年次前期・後期配当の選択科目

「共創プロジェクト」（1クラスの受講者数の上限は 20人程度）では、実習形式の授業を展

開し、地域や環境に関わる課題解決に向けた調査・実習に取り組む。 

  

5.少人数編成のゼミナール 

  自分の意見や考えを、外に向けて的確かつ明瞭に発信できる豊かな表現力を身につける

ため、1年次から 4年次まで「ゼミナール科目」を配置する。「ゼミナール科目」は、教員

と学生、及び学生同士がお互いにコミュニケーションを行い、そのインタラクティブなプ

ロセスを通じて学修を促進させるため、少人数編成（1クラスの受講者数の上限は 25人程

度）で実施する。1年次の「アカデミック・スキルズⅠ」、「アカデミック・スキルズⅡ」で
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資料調査や研究方法の基礎を学び、2年次の「英語文献講読」で専門分野の基礎文献を英語

で読むスキルを身につける。3年次の「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」で専門分野における研究能力や

批判的思考を養い、4年次の「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」で専門知識をもとに独自の研究

プロジェクトを計画し、実行する。  

  

6.日本語教員養成コース 

  登録日本語教員の資格取得に向けて必要となる専門性を身につけるため、「日本語教育概

論」等を主に講義形式（1クラスの受講者数の上限は 50人程度）で実施する。「日本語教育

演習」など演習形式（1クラスの受講者数の上限は 25人程度）の授業も取り入れ、最終的

に「日本語教育実習」を実施し、教壇実習・授業見学・授業準備・模擬授業等を行う。 

  

（2）履修指導方法  

  本学部では、学生は、上記「④ 教育課程の編成の考え方及び特色」で示したカリキュ 

ラム・ポリシーに則って、卒業要件に定める所定の単位を修得することで、学位として「学

士（学術）」を取得することとなる。 

学生が教育課程における科目の関係性や体系性を確認できるように、カリキュラムマッ

プ【資料 18】、カリキュラムツリー【資料 19】を提示する。また、学生が希望する進路に基

づいた科目履修ができるように、複数の履修モデル【資料 21】を提示する。 

  履修モデルについては、本学 Webサイトに掲載する。また、各科目のシラバスにおいて、

成績評価基準をあらかじめ具体的に明示し、これをポータルサイトで開示する。学生には、

入学時に履修ガイダンス等のオリエンテーションの機会を設け、学部全体で組織的な履修

指導を行う。  

  また、本学部の全学生に対して、履修指導を含む学業や学生生活全般についての助言や

指導を求めることができる指導教授（基幹教員である教授、准教授及び講師）を割り当て

るほか、基幹教員が原則毎週 1 時間程度のオフィスアワーを設け、当該時間帯において学

生は指導教授だけでなく他の基幹教員等からも必要に応じて指導を受けることができる体

制を整えている。【資料 22】 

また、本学キャンパスにおける父母懇談会の開催（年 1 回）に加え、全国を 3 ブロック

(「北海道・東北・北関東」、「東海・中部・近畿」、「中国・四国・九州」)に分けて年 1回行

う全学共通の地域懇談会を開催している。このような懇談会を通して父母等との強い連携

関係のもとに学生を指導する。また、全学生に対して大学からメールアドレスを付与する

とともに、ポータルサイトを活用し、多人数に対する掲示及び個別の連絡を通じて円滑な

履修指導を行う。 

 

【履修モデル】 

  履修モデルは、学生の卒業後の進路に応じて、下記の 5 種（内 3 種は専攻別に設定して

いるため合計 8 モデル)を設定する。【資料 21】具体的には、下記のとおり、「グローバル

（両専攻）」、「地域・まちづくり（両専攻）」、「文化・歴史(国際日本学専攻)」、「自然・社会

環境(環境サステナビリティ学専攻)」、「日本語教育（両専攻）」である。 
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●履修モデル A 「グローバル」：外国語や国際関係の科目を多く履修 

（人材像・卒業後の進路）グローバル企業、民間企業のグローバル部門、国家・地方行政

機関の国際交流部門など 

●履修モデル B 「地域・まちづくり」：「地域」や「フィールド・実践」科目を多く履修 

（人材像・卒業後の進路）地方自治体の地域振興・まちづくり等の部門、地域づくり等の 

団体、旅行代理業の企業など 

●履修モデル C 「文化・歴史」：人文学系科目を多く履修 

（人材像・卒業後の進路）国家・地方行政機関の国際交流部門等、NPO・NGO、旅行代理業 

の企業、民間企業の海外マーケティング部門など 

●履修モデル D 「自然・社会環境」：地理学や自然科学系科目を多く履修 

（人材像・卒業後の進路）国家・地方行政機関の環境保全等の部門、民間企業の GX等関 

連部門、気象サービス等関連企業など 

●履修モデル E 「日本語教育」：言語に関する科目を多く履修 

（人材像・卒業後の進路）登録日本語教員、日本語学習支援者、日本語教育コーディネ 

ーターなど 

  

（3）卒業要件 

卒業要件は、4年間以上在学し、かつ、次のすべての要件を満たした上で、124 単位以上

を修得することとする。具体的には、下記のとおり設定する。【資料 23】 

 

[1]「全学共通科目」にあっては、次の要件を満たした上で 34単位修得すること。 

1）「コミュニケーション」：「外国語科目」の「英語」から、必修 4単位、選択 4単位以上 

2）「情報」：「情報リテラシー」から 2単位以上 

3）「持続社会探究」：2単位以上 

 

[2]「専門科目」にあっては、次の要件を満たした上で 70単位修得すること。 

1）「ゼミナール科目」：必修 14単位 

2）「基盤科目」：「共通文理」から必修 10単位、専攻ごとに次に掲げる 14単位を含め 24 単

位以上 

【国際日本学専攻】 

「人文学系」から 10単位、「自然科学系」から 4単位 

【環境サステナビリティ学専攻】 

「人文学系」から 4単位、「自然科学系」から 10単位 

3）「グローバル科目」4単位以上 

4）「発展科目」専攻ごとに次に掲げる 14単位以上 

【国際日本学専攻】 

「文化」及び「地理・地域」からあわせて 10単位、「環境」から 4単位 

【環境サステナビリティ学専攻】 

「文化」から 4単位、「地理・地域」及び「環境」からあわせて 10単位 

5）「フィールド・実践科目」：必修 2単位、選択 4単位以上 
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[3]上記に加え、「全学共通科目」及び「専門科目」の選択科目から 20単位を修得すること。 

 

[4] [1]から[3]の単位には、以下のいずれかに該当する科目の単位 16単位を含めること。 

1）「全学共通科目」の『英語』の選択科目のうち、上記[1]1)を超える科目の単位  

2）「全学共通科目」の「初修外国語」の選択科目 

3）「全学共通科目」・「教養基礎」・『総合』の科目区分中、「海外言語文化研修 A」、「海外言

語文化研修 B」、「海外言語化研修 C」及び「短期海外研修」 

4）「全学共通科目」・「持続社会探究」・『実践』の科目区分中、「Global SeminarＩ」、「Global 

SeminarⅡ」及び「Global SeminarⅢ」 

5）「専門科目」・「グローバル科目」の選択科目のうち、上記[2]3）を超える科目の単位  

（履修科目の登録の上限：46 単位（年間）。1つの学期については 26単位。） 

 

  卒業要件に関連する CAP制度と GPA制度は、下記のとおりである。  

1.CAP 制度 

1 単位当たりの学修に必要な時間を確保して単位の実質化を図ることを目的として、年

間に履修可能な単位数の上限を原則として 46単位に定めている。また、前後期の各学期に

履修する単位にも著しく偏りが出ないように履修可能な単位数の上限を 26 単位と定めて

いる。（ただし、学部長が教育上必要と認めるときは、この限りでない。） 

  

2.GPA 制度 

成績評価の仕組みとして、GPA（Grade Point Average）制度を導入し客観的な成績評価

を行うことで、学生の学修意欲を高め、かつ、効果的な履修指導を行う。成績評価について

は、学期ごとに授業科目の成績を 5段階（S、A、B、C、F）で評価し、それぞれの評価に対

応した評価点（GP: Grade Point）を与える。GPA は、各授業科目の評価点に当該科目の単

位数を乗じて得た積の合計を、卒業に必要な単位として算入することのできる授業科目の

総履修登録単位数で除して算出する。【資料 24】 

なお、この 5 段階のほか、履修中止期間に所定の手続きで履修を中止した科目には「W」

の表記がなされ、他大学で修得した単位が認定された場合には「T」の表記がなされる。「W」

の科目には単位は付与されず、「T」の科目には単位が付与されるが、いずれも GPA の計算

からは除外される。 

 

他大学等における授業科目の履修等については、成蹊大学学則第 37 条の 2 から第 37 条

の 4 の規定に基づいて、入学前に他大学等で修得した単位又は学修を、本学部教授会で審

議した上で本学部の修得単位として認定する。単位認定の対象となるものは、次のとおり

である。 

a) 他大学又は短期大学において修得した単位。 

b) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修。 

認定された単位は、卒業に必要な修得単位数に算入され、認定科目の成績評価は「T」と

なる。 
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また、協定を締結した大学に所属する学生が、所属する大学以外の協定大学の授業科目

を履修して単位を修得した場合、当該単位を所属する大学の単位として認定することがで

きる単位互換制度として、本学では「武蔵野地域 5 大学（亜細亜大学、東京女子大学、日

本獣医生命科学大学、武蔵野大学、本学）」と協定を結び、「武蔵野地域 5 大学単位互換制

度」を導入している。この単位互換制度により履修する授業科目については、履修が許可

された場合、履修中止を行うことはできず、本学部の年間履修上限単位数に含まれる。な

お、本学在学中に他大学の授業科目で単位互換できる単位数は、上限 12単位である。 

  

多様なメディアを利用して教室以外の場所で履修させる授業科目について、本学は成蹊

大学学則第 36条の 2第 2項にその旨を定め、この規定に基づき、本学部では「国際共創入

門」を当該授業科目とし、オンデマンド型のオンライン授業で授業を実施する。その具体

的運用としては、学修支援システム（LMS）をプラットフォームとして講義映像及び関連資

料等を履修者に提供し、履修者は講義映像を視聴した上で、LMS 上で設問に回答又は課題を

提出する。 

また、授業担当者は履修者に質問や意見交換を交わす機会を与えるとともに、設問の正

答や提出された課題に対する講評等を履修者に示すものとする。 

  なお、成蹊大学学則第 40条第 3項の規定に基づき、卒業に必要な修得単位のうち、当該

授業の方法により修得できる単位数は、60 単位を上限とする。 

  

外国人留学生について、本学では毎月、留学生の在留状況の確認を行っている。また、授

業への出席状況は授業科目ごとに行い、通常の学生と同様に、当該学生が成績不振の場合

は、関係する事務部署、教員による個別指導を行うこととしている。 

  

その他、国際教育センターが中心となり、様々な外国人留学生向けの支援を行っている。

具体的には、修学支援として、外国人留学生専用の日本語科目を国際教育センターが提供

しているほか、私費外国人留学生が日本語科目を履修する場合、各自の母国語に応じて、

英語必修科目又は初修外国語科目の履修に代えることができる。また、授業料等減免制度

（私費外国人留学生対象）も整備している。生活支援としては、留学生向けのオリエンテ

ーションの実施、学生寮の提供、日本語プログラムの設置、日本人学生との交流会の開催、

日本人学生による生活のサポート等を行っている。 
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⑥ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合の具体的計   

 画 

  本学部では、導入科目の「国際共創入門」において、オンデマンド型のオンライン授業

を実施する。本学部の基幹教員のうち 14名が、それぞれの専門領域に基づいて研究の実際

を講述することで、本学部における学びの内容を大観させることを狙いとしている。その

具体的運用としては、学修支援システム（LMS）をプラットフォームとして講義映像及び関

連資料等を履修者に提供し、履修者は講義映像を視聴した上で、LMS 上で設問に回答又は課

題を提出するものとする。また、授業担当者は履修者に質問や意見交換を交わす機会を与

えるともに、設問の正答や提出された課題に対する講評等を履修者に示すものとする。 

  本学においては、成蹊大学学則第 36 条の 2 第 2 項において、「多様なメディアを高度に

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる」旨を定め、また、

第 40 条第 3 項においては、これに該当する授業の単位数上限を定めている。さらに、「多

様なメディアを高度に利用して行う授業の実施等に関する申合せ」【資料 25】、同申合せを

より具体的に解説した「オンライン授業の実施に関するガイドライン」を設定しており、

メディア利用による効果が期待できる一部の授業科目にオンライン授業を取り入れること

としている。これらの取り決めは、大学設置基準第 25条第 2項に基づくとともに、文部科

学省告示第五十一号並びに第百十四号を遵守したものである。また、オンライン授業の実

施にあたっては、毎年度、学部の教務委員会等でその必要性や教育効果を検討した上で学

部長等から申請を行い、学長から承認を得ることを必須としており、実施後には当該授業

運営が適切か否かを検証可能な体制も整えている。本学部で開講される「国際共創入門」

もこれらの制度的運用の対象となる。 

なお、LMS上で提供される動画・資料に第三者の著作物（文献、映像、図表等）を利用す

る際の著作権上の処理の体制も構築している。 

 

⑦ 実習の具体的計画 

  「日本語教員養成コース科目」において配置する「日本語教育実習」は、登録実践研修の

科目として位置付けられ、その内容については、コアカリキュラムで定める以下の事項に

ついて行う。 

a）オリエンテーション 

b）授業見学 

c）授業準備 

d）模擬授業 

e）教壇実習（学生一人当たり 45分の授業を 2回以上実施） 

f）振り返り 

  このうち教壇実習については、日本語教育機関認定法第 2 条の規定により認定を受けた

日本語教育機関において実施する必要がある。ただし、登録日本語教員養成機関が実践研

修を行い、認定日本語教育機関認定基準（令和 5年文部科学省令第 40号）第 5条に規定す

る主任教員に相当する者が配置でき、適正に運営できる体制がある日本語教育課程を学内

に設置されている場合には、当該日本語教育課程においても実施することも可能とされて

いる。 
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  登録実践研修機関の申請は、当該機関を開始する 1 年前以内に申請することとなってい

るため、本学部の学生が 3 年次配当の「日本語教育実習」を開始する年度（令和 10 年度

<2028 年度>）の 1 年前となる令和 9 年度（2027 年度）に申請することとなる。そのため、

教壇実習を認定日本語教育機関で実施するか、学内の日本語教育課程で対応が可能か、若

しくは併用実施の可能性等も含め、申請に向けて検討を進めている。 

  「日本語教育実習」の受講資格は、3 年次以上で、「日本語教育実習」を履修する前まで

に、以下の単位を含め日本語教員養成コースの科目を最低 16単位以上修得することとして

いる。 

1）「社会・文化・地域」から、最低 2単位以上修得する。（必修科目の「日本語教育概論」

を含む。） 

2）「言語と社会」から、最低 2単位以上修得する。 

3）「言語と心理」から、最低 2単位以上修得する。 

4）「言語と教育」から、最低 2単位以上修得する。（必修科目の「日本語教授法」を含む。） 

5）「言語」のうち、最低 2単位以上修得する。（必修科目の「日本語教育方法論」を含む。） 

6）修得が必要な 20単位のうち、1）から 5）までの規定単位数を差し引いた残り 4 単位

については、1）から 5）において規定単位数以上を修得した科目の単位を合計する。 

このことにより、養成課程コアカリキュラムで規定する必須の教育内容のうち、「実践研

修受講前に履修対象となるものを含む 10 の一般目標（下位区分）と必須の教育内容 37 項

目」の学修を行った者とみなし、「日本語教育実習」を履修することになる。 

 

⑧ 企業実習（インターンシップを含む）や海外語学研修等の学外実習を実施する場合の具

体的計画 

（1）本学部固有の学外実習科目 

本学部の教育上の特徴の一つは学外実習を積極的に取り入れることである。具体的には、

「フィールド・実践科目」のうち、「フィールドワーク入門」、「国内フィールドスタディ」、

「海外フィールドスタディ」、「共創プロジェクト」、「人文フィールド調査法」、「自然環境

フィールド調査法」が学外実習を主体とする科目で、いずれも関係機関の協力を得ながら

も各授業担当者が自ら引率し、現地における指導を行う。 

これらのうち、「フィールドワーク入門」は、東京都内の諸地域に出向き、景観観察に基

づいて現地討議を実施し、地域環境に対する初歩的な理解を促す科目である。具体的には

次のような地域での実習を計画している。 

1.武蔵野市吉祥寺本町・吉祥寺北町・緑町・八幡町 

  360 年前に開村した吉祥寺村の土地区画システムに着目し、以来の景観変遷をたどると

ともに、現在の地域環境を考察する。武蔵野市クリーンセンター等の施設見学を併せて実

施する。 

 

 2.小金井市南部及び国分寺市南部 

  国分寺崖線に沿った地域を対象にエクスカーションを実施する。見学場所には、武蔵国

分寺跡、国分尼寺跡及び縄文遺跡群、都立殿ケ谷公園、滄浪泉園等の史跡群を含む。地形

及び土地利用の観察を通じて、氷河性海面変化の歴史、多摩川流域の河岸段丘の成り立ち、
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近現代の都市化の変遷等を理解する。 

 

 3.新宿区歌舞伎町・百人町・大久保地区 

戦後の都市計画で「健康娯楽地区」として設計がなされた歌舞伎町のプランニングの在

り方、現在における繁華街の状況、都内でも外国人登録人口の居住密度の高い百人町・大

久保地区、また戸山地区の再開発をテーマにエクスカーションを行う。 

 

 4.千代田区丸の内・大手町・内幸町・霞ヶ関及び中央区日本橋・銀座 

江戸東京の地形、江戸城の築城と江戸城下町の造営、明治時代の丸の内ビジネス街、日

比谷官庁集中計画、銀座煉瓦街といった都心形成史、また、21 世紀に入ってからの再開発

計画の理念などを現地にて学ぶ。 

 

 5.台東区及び墨田区 

  谷中などの旧石神井川沿いの河谷、隅田川右岸の浅草橋・蔵前・浅草地区、隅田川左岸

の墨田区両国・本所・錦糸町地区、京島地区などいわゆるインナーシティエリアをめぐり、

関東大震災後の復興計画、日用消費財産業の地域集積、都市防災、現代の地域づくりにつ

いて学ぶ。 

 

 6.湾岸地域 

月島、晴海、台場、豊洲、東雲の各地区をめぐり、各地区の歴史的地域変遷と 1980年代

以降の臨海副都心計画、またその後の再開発事業の展開、沿岸部の都市防災について学ぶ。 

  

一方、「国内フィールドスタディ」は、帯広市を中心とする北海道十勝地域で実施する。

1日目は、帯広市街地の徒歩でのエクカーションを行い、都市構造や地域商業構造を把握す

るとともに、同市職員等からのレクチャーや帯広百年博物館を見学して地域に関わる基礎

的な情報を得る。2日目、3日目は、帯広市内及び近隣町の農業生産者・農業生産法人、農

産関連産業の現場、事業創発施設等を視察して、農産資源に立脚した開拓と都市形成の歩

み、現代の地域経済構造と諸課題、また独自の文化性について考察する。最終日には、とか

ちプラザ等の会議場にて成果発表会を催す。本学と帯広市の間では、現地実習等に関わる

連携協定【資料 26】を締結しており、帯広市役所から見学先や研修施設の紹介等を受ける

ことができる。 

 

  「海外フィールドスタディ」については、開発協力をテーマにラオス人民民主共和国の

首都ビエンチャン及び周辺地域農村での実施を計画している。ビエンチャンにて同国の文

化について予備的知識を得た上で、独立行政法人国際協力機構（JICA）や JICA の支援する

ラオス人材開発センター（ラオス国立大学）を訪問し、同国の概況や同国の ODA の概要、

歴史について基礎知識を得た上で、その他国際協力を行う諸機関現地事務所や NGO 等を訪

問してこれらの機関の取組みを理解する。また、南部メコン川沿岸地域等、JICA 等の援助

機関が実施するプロジェクトサイトを訪問し、開発協力の現場についての理解を深める。

併せて、国立博物館や寺院などの見学を通じてラオスの歴史や文化についても学ぶ。 
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なお、独立行政法人国際協力機構 (JICA)と本学との間では教員候補者の推薦に関する協

定【資料 27】を締結しており、本科目は、同機構から推薦のあった、現地事情に精通した

教員が担当する。 

  「共創プロジェクト」は、地域課題の解決へ向けた取組みを行う一般社団法人等と連携

して実施する PBL 型の科目であり、武蔵野市内の一般社団法人フラットデザイン、北海道

浦幌町の一般社団法人十勝うらほろ樂舎と連携して、住民との交流を交えて地域の活性化

や地域課題解決のための方策をグループワークで立案していくものである。  

  また、「人文フィールド調査法」、「自然環境フィールド調査法」は、いずれも授業の一部

に大学キャンパス内を含むフィールドワークを取り入れる科目で、それぞれ人文地理学、

自然地理学の初歩的な研究手法を修得することを目的にしている。前者に関しては、本学

至近の武蔵野市吉祥寺本町地区の土地利用調査及び来街者や事業主への初歩的なインタビ

ュー調査、後者に関しては、本学園キャンパス内（成蹊気象観測所を含む）における気温・

湿度の測定、ボーリングステッキを使った地質調査等の実習を行う。 

 

（2）全学共通の海外短期留学科目 

本学では、語学力を高め、国際的な感覚を磨くために、次のような短期留学科目を「全学

共通科目」の中に開設する。 

   ・「短期海外英語研修」（2単位） 

   ・「海外言語文化研修 A」（4単位） 

   ・「海外言語文化研修 B」（2単位） 

   ・「海外言語文化研修 C」（4単位） 

   ・「短期海外研修」（2単位） 

   これらのうち、「短期海外英語研修」は、本学の指定する海外の民間語学学校（EF 

Education First 社の世界約 15国の 30校）にて 40時間以上の英語プログラムを受講した

場合に、学内での事前・事後指導（計 5 時間）と合わせて総合的に評価した上で単位を付

与とする。「海外言語文化研修」は、本学の海外の協定大学 9校【資料 28】に派遣するもの

で、うち A は英語圏の大学で 45 時間以上、B は英語圏の大学で 24 時間以上 45 時間未満、

Cは非英語圏の大学で 45時間以上のプログラムを受講した場合に、学内での事前・事後指

導（計 5時間）と合わせて総合的に評価した上で単位を付与とするものとする。 

   上記の 4 科目が語学研修主体の科目であるのに対し、「短期海外研修」は海外における

様々な体験を通じた課題解決型の学び（PBL）である。国内の研修企画・運営会社と本学の

連携の下で 25時間以上の現地プログラムを運営し、これに参加した場合、学内での事前・

事後指導（計 5時間）と合わせて総合的に評価した上で単位を付与とする。「短期海外研修」

の派遣先は、大韓民国を予定しており、ソウル市麻浦区の弘益大学校を拠点に韓国語を学

ぶとともに（10.5時間）、韓国文化放送へのフィールドトリップ（8 時間）やロッテワール

ドでの文化活動（8時間）を行いつつ、弘益大学校の学生アンバサダーとともにソウル市内

での取材活動を通してメディア制作を行うワークショップ（24時間）を実施する。 
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（3）全学共通のインターンシップ科目 

本学では、学生が将来就職を希望する業界等で実際に業務を体験して、その業務に必要

となる知識や技能を理解させるとともに、労働を通じた自己啓発の機会を与えるために、

民間企業等での就業体験を行うインターンシップ（企業実習）の事前準備科目として、「全

学共通科目」の中に、「インターンシップ準備セミナー」を配置している。同科目は，民間

企業や公共機関等でインターンシップを希望する学生を対象に、その準備・心構えなどの

事前指導を行う科目であって企業実習自体を単位に認定するわけではない。また、「④（3）

ウ」で示した「丸の内ビジネス研修（MBT）」は、2年次配当の「丸の内ビジネス研修準備講

座」で身につけたビジネス課題解決をする基礎力をもとに、論理的思考力を鍛える学内準

備研修、協力企業の担当者の指導のもとで与えられた課題に取り組む丸の内研修を経て、

企業でのインターンシップ実習に参加し、最終的には丸の内成果発表会にて企業関係者へ

向け課題の成果発表やインターンシップの成果を報告するものである。MBTの運営は、各学

部から選出された担当教員により構成される MBT 運営プロジェクトチーム及びキャリア支

援センター事務室が連携して行い、協力企業への訪問の上、実施体制を構築している。【資

料 29】 

 

⑨ 取得可能な資格 

  「②（2）6」及び「④（4）」のとおり、本学部に日本語教員養成コースを置く。 

この日本語教員養成コースは、既に本学文学部で設置されており、本学部の設置にあわせ

て、両学部で協働して運営することとしている。 

日本語教員養成コースのカリキュラムは、日本語教育機関認定法、日本語教育の適正か

つ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及びコアカリキ

ュラムに基づき編成している。 

  学生は、まず 1年次・2年次で、日本語教員養成のうち、登録日本語養成課程のコアカリ

キュラムに規定する 5 つの全体目標（社会・文化・地域、言語と社会、言語と心理、言語

と教育、言語）の必修科目、選択必修科目を中心に履修する。3年次に登録実践研修の科目

となる「日本語教育実習」を履修するが、この科目を履修するためには、「⑦ 実習の具体

的計画」に記す要件を満たす必要がある。なお、このコースの受講にあたっては、原則と

して 2年次のはじめに行う日本語教員養成のコース登録を行わなければならない。 

コースの修了は、「登録日本語教員養成機関」の科目 26 単位以上及び日本語教育実習の

単位を修得した上で卒業した者を認定する。コース修了の認定を受けた者は、日本語教育

機関認定法第 22 条に規定する日本語教員試験のうち、同法第 23 条第 1 項第 1 号の規定に

基づき「基礎試験」が免除され、「応用試験」に合格することで、文部科学大臣による登録

日本語教員の登録を受けることができる。 
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⑩ 入学者選抜の概要 

（1）本学の入学者受入れの方針(Admission Policy；アドミッション・ポリシー） 

（入学者選考方針） 

成蹊大学では、多様性に配慮しつつ、本学で学ぶために必要とされる基礎的学力や適性、

学習歴などをそれぞれの入学試験で多面的に判断するが、その際、次の「求める学生像」を

重視する。 

  

（求める学生像） 

1.希望する専攻分野のみならず、広く自然・社会・文化に旺盛な好奇心がある。 

2.向上心を持ち、大学で学んだ知識を活かして社会に貢献したいという意欲がある。 

3.希望する専攻分野で学修することができる基礎的学力を有する。 

  

（入学試験） 

成蹊大学では、本学で学ぶために必要な学力を、Ⅰ. 十分な知識・技能、Ⅱ. それらを

基盤として問題に対する解を自ら見出していく思考力・判断力・表現力等の能力、Ⅲ. こ

れらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度、の 3 点と捉え、各入学試

験において各学部・学科の人材育成・教育研究上の目的に基づき、次の点を中心に評価し

ている。 

  

一般選抜 

1.独自入試 

1-1. 3 教科型学部個別入試（A方式） Ⅰ, Ⅱ 

1-2. 2 教科型全学部統一入試（E方式） Ⅰ, Ⅱ 

＊いずれも筆記試験の得点で合否判定 

＊E 方式の外国語においては、「本学独自問題の外国語(英語)」の筆記試験に代えて「英

語外部検定試験のスコア」を別に定める規定に応じて換算し、筆記試験の得点とする

ことができる。 

  

2.大学入学共通テスト利用入試 

2-1. 3 教科型入試（C方式） Ⅰ, Ⅱ 

2-2. 4 教科 6科目型奨学金付入試（S方式） Ⅰ, Ⅱ 

＊いずれも大学入学共通テストの筆記試験の得点で合否判定 

  

3.共通テスト・独自併用入試 

3-1. 5 科目型国公立併願アシスト入試（P 方式） Ⅰ, Ⅱ 

＊筆記試験の得点で合否判定 

  

総合型選抜 

4.AO マルデス入試（帰国生・社会人・外国人入試を含む）Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊書類審査及び面接試験での総合的評価による合否判定 

－設置等の趣旨（本文）－35－



 

＊学部または出願区分によっては人材育成・教育研究上の目的に基づき筆記試験を課す。 

＊帰国生特別受験・社会人特別受験・外国人特別受験は、入学者の多様性を確保すること

を目的とする(多様な背景を持った者を対象とする)入試 

  

5.現地選抜型外国人特別入学試験 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊筆記試験の得点、書類審査及び面接試験での総合的評価による合否判定 

＊日本以外での選抜実施により、留学障壁を軽減し、入学者の多様性を確保することを

目的とする(多様な背景を持った者を対象とする)入試 

  

学校推薦型選抜  

6.学校推薦型選抜(指定校及び併設校) Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊本学に入学を希望する生徒で学業・人物ともに優秀で、入学後の成果が大いに期待でき

る者を、高等学校長または中等教育学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料とし、評

価・判定する入試 (被推薦者の出願資格は別に定める) 

＊書類審査及び提出されたレポートまたは口頭試問(面接)での総合的評価による合否判定 

  

（2）本学部の入学者受入れの方針(Admission Policy；アドミッション・ポリシー） 

本学部の「理念・目的」、「教育目標（人材育成方針）」、学位授与方針（DP）、教育課程の

編成・実施方針（CP）を踏まえ、以下のように入学者受入れの方針を定める。 

  

（入学試験） 

成蹊大学では、本学で学ぶために必要な学力を、Ⅰ. 十分な知識・技能、Ⅱ. それらを

基盤として問題に対する解を自ら見出していく思考力・判断力・表現力等の能力、Ⅲ. こ

れらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度、の 3 点と捉え、各入学試

験において各学部・学科の人材育成・教育研究上の目的に基づき、次の点を中心に評価し

ている。 

  

一般選抜 

1.独自入試 

1-1. 3 教科型学部個別入試（A方式） Ⅰ, Ⅱ 

1-2. 2 教科型全学部統一入試（E方式） Ⅰ, Ⅱ 

＊いずれも筆記試験の得点で合否判定 

＊E 方式の外国語においては、「本学独自問題の外国語(英語)」の筆記試験に代えて「英

語外部検定試験のスコア」を別に定める規定に応じて換算し、筆記試験の得点とする

ことができる。 

  

2.大学入学共通テスト利用入試 

2-1. 3 教科型入試（C方式） Ⅰ, Ⅱ 
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3.共通テスト・独自併用入試 

3-1. 5 科目型国公立併願アシスト入試（P 方式） Ⅰ, Ⅱ 

＊筆記試験の得点で合否判定 

  

総合型選抜 

4.AO マルデス入試（帰国生・社会人・外国人入試を含む）Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊書類審査及び面接試験での総合的評価による合否判定 

＊人材育成・教育研究上の目的に基づき筆記試験を課す。 

＊帰国生特別受験・社会人特別受験・外国人特別受験は、入学者の多様性を確保すること

を目的とする(多様な背景を持った者を対象とする)入試 

  

5.現地選抜型外国人特別入学試験 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊筆記試験の得点、書類審査及び面接試験での総合的評価による合否判定 

＊日本以外での選抜実施により、留学障壁を軽減し、入学者の多様性を確保することを

目的とする(多様な背景を持った者を対象とする)入試 

  

学校推薦型選抜  

6.学校推薦型選抜(指定校及び併設校) Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 

＊本学に入学を希望する生徒で学業・人物ともに優秀で、入学後の成果が大いに期待で

きる者を、高等学校長または中等教育学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料とし、

評価・判定する入試 (被推薦者の出願資格は別に定める) 

＊書類審査及び提出されたレポートでの総合的評価による合否判定 

 

【AP1 求める学生像】 

(AP1-1)歴史、文化、社会、自然環境に関する学修で得た知識を総合的に活用し、地域及

び地球規模の様々な現象・課題について関心を持ち、その解明・解決を目指す人 ①

*・②*   

(AP1-2)多様な背景をもつ他者と協働しながら、データ分析や実践学修を通して、地域及

び地球規模の様々な現象・課題を俯瞰し、自分の考えを論理的に表現・発信できる人 

②*・③*   

(AP1-3G)【国際日本学】多様な文化や国際交流に興味があり、日本語及び英語の運用能力

の向上を目指しながら、地域や国際社会の発展に貢献することを目指す人  ③* 

(AP1-3E)【環境サステナビリティ学】人と自然環境との関わりに興味があり、人と自然と

が共生する持続可能な社会の実現のため、環境に関わる様々な課題の探究や問題解決

に意欲を持つ人 ③* 

*番号①、②、③は学力の 3要素(下記学修成果)との関係性を示す。 

①基礎的・基本的な知識・技能  

②知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その課題に向けて探究し、成果を表現す

るために必要な思考力・判断力・表現力等の能力  

③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学修する態度 
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【AP2 入学者の選抜方針】  

入学者の選考に当たっては、本学部と各専攻の「求める学生像」を考慮しつつ、細心の注 

意を払って公平かつ適正に選考を行う。 

  

【AP3 大学入学までに身につけておくべき教科・科目等】  

・英語：海外でのフィールドワークや英語による授業、外国人学生とのコミュニケーショ 

 ンに必要な基礎的なリスニング力、スピーキング力。英語の書籍や文献の内容を理解し、

自分の意見を文章で表現できる基礎的なリーディング力、ライティング力。さらに英語

の運用能力の向上に強い関心があること、又はその実績（検定試験等）があること  

・国語：様々な文章を適切に理解する読解力。自分の考えを論理的に記述し、発信するた 

めの文章力。さらに日本語の運用能力の向上に強い関心があること、又はその実績があ

ること  

・数学：数値データを分析する上で必要となる基礎的な数式やグラフを理解する力。さら 

に論理的思考力の向上に強い関心があること、又はその実績があること  

・人文学系や自然科学系の様々な分野の学修にもとづく幅広い基礎的知識  

・地域・社会的活動（ボランティア等）や海外留学に関心があること、又はその実績があ 

ること  

・【国際日本学】日本及び世界の歴史・文化・社会に関心があること  

・【環境サステナビリティ学】日本及び世界の自然・生活環境に関心があること 

  

アドミッション・ポリシーの各項目と入学者選抜方法との対応関係は、次表のとおりで

ある。 

 

[表 3] アドミッション・ポリシーと選抜方法の関係性 

AP1 選抜方法の区分 具体的な選抜の方法 

(AP1-1) 一般選抜 3教科型学部個別入試（A方式）、2教科型全学部統一

入試（E方式）、3教科型入試（C方式）、5科目型国公

立併願アシスト入試（P方式） 

総合型選抜 AOマルデス入試、現地選抜型外国人特別入学試験 

学校推薦型選抜 － 

(AP1-2) 一般選抜 3教科型学部個別入試（A方式）、2教科型全学部統一

入試（E方式）、3教科型入試（C方式）、5科目型国公

立併願アシスト入試（P方式） 

総合型選抜 AOマルデス入試、現地選抜型外国人特別入学試験 

学校推薦型選抜 － 

(AP1-3G) 

(AP1-3E) 

総合型選抜 AOマルデス入試、現地選抜型外国人特別入学試験 

学校推薦型選抜 － 

AP2 一般選抜 

総合型選抜 

学校推薦型選抜 

左記選抜方法の区分における本学のすべての選抜の方

法 
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AP3 一般選抜 

総合型選抜 

学校推薦型選抜 

左記選抜方法の区分における本学のすべての選抜の方

法 

 

 

[表 4] アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法における評価の比重 

入

学

者

選

抜

方

法 

入学者選抜方

法詳細 
審査項目 

【AP1】  

【AP2】 【AP3】 
(AP1-1) (AP1-2) 

(AP1-3G) 

 (AP1-3E) 

一

般

選

抜 

3 教科型学部個別

入試（A 方式）、3

教科型入試（C 方

式）、5科目型国公

立併願アシスト入

試（P 方式） 

学力検査 ◎ ◎ － ◎ ◎ 

調査書 △ △ △ ◎ △ 

2 教科型全学部統

一入試（E方式） 

学力検査 ◎ ◎ － ◎ ◎ 

外部英語検定

試験 
〇 － － ◎ ◎ 

調査書 △ △ △ ◎ △ 

総

合

型

選

抜 

AO マルデス入試

(一般受験、帰国生

特別受験） 

書類(志願理由

書･活動報告

書・課題レポ

ート等） 

〇 〇 ◎ ◎ ◎ 

調査書 〇 〇 〇 ◎ 〇 

筆記試験 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 

面接 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

AO マルデス入試

(外国人特別受験) 

書類(志願理由

書･活動報告書

等） 

〇 〇 ◎ ◎ 〇 

筆記試験(日本

留学試験) 
〇 〇 － ◎ 〇 

面接 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

現地選抜型外国人

特別入学試験 

筆記試験 ◎ 〇 － ◎ 〇 

書類 〇 〇 ◎ ◎ 〇 

面接 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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学

校

推

薦

型

選

抜 

指定校 

調査書 〇 〇 〇 ◎ 〇 

書類(志願票･

推薦書等) 
〇 〇 〇 ◎ 〇 

課題レポート ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

併設校 

調査書 〇 〇 〇 ◎ 〇 

書類(志願票

等) 
〇 〇 〇 ◎ 〇 

課題レポート ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

◎：最も重要視する。 〇：重要視する。 △：出願資格の確認資料及び入学後の学習指導上

の参考資料として活用する。 －：考慮しない。 

 

次表のとおり、本学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシーは整合している。 

 

[表 5] アドミッション・ポリシー(AP1)と CP、DPとの関係性 

 
DP CP AP 

DP1 専門分野

の知識・技

能 

CP1 各専攻の専門分野を系統的・体

系的に学修できるように、各科目を

適切に配置する。 

(AP1-1)歴史、文化、社会、自然環

境に関する学修で得た知識を総合

的に活用し、地域及び地球規模の

様々な現象・課題について関心を

持ち、その解明・解決を目指す人 

DP2 教養の修

得 

CP2 幅幅広い教養と汎用性の高い技

能を修得するための科目区分「全学

共通科目」を設定する。 

DP2 教養の修

得、 

DP5 多様な

人々との協

働 

CP3 視野を広げ、多面的な思考を促

進するとともに、異分野の学生との

交流、多様な人々との協働を図るた

めに、学部学科の枠を超えて幅広く

学ぶことのできる仕組みを設ける。 

(AP1-2)多様な背景をもつ他者と協

働しながら、データ分析や実践学

修を通して、地域及び地球規模の

様々な現象・課題を俯瞰し、自分

の考えを論理的に表現・発信でき

る人 DP3 課題の発

見と解決、 

DP4 表現力、

発信力 

CP4 思考力、表現力、課題解決力を

集中的に錬成するため、適切な年次

に少人数の「ゼミナール科目」等を

置き、さらに卒業論文又はこれに代

わる成果物の提出を必須とする。 

DP6 自発性、

積極性 

CP5 自発性、積極性を育む科目とし

て、「海外フィールドスタディ」、

「国内フィールドスタディ」、「共創

プロジェクト」等を配置する。ま

た、自発性、積極性の向上のため、

留学、インターンシップ等の単位認

定の仕組み、及び上級者向けの選抜

(AP1-3G)【国際日本学】多様な文

化や国際交流に興味があり、日本

語及び英語の運用能力の向上を目

指しながら、地域や国際社会の発

展に貢献することを目指す人   

(AP1-3E)【環境サステナビリティ

学】人と自然環境との関わりに興
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型の科目を配置する。 味があり、人と自然とが共生する

持続可能な社会の実現のため、環

境に関わる様々な課題の探究や問

題解決に意欲を持つ人 

 

[表 6] 入試方法の区分ごとの募集人員 

 国際日本学 環境サステナビリティ学 

 募集人員 募集人員 

一般選抜 A方式 23 23 

E方式 5 5 

C方式 10 10 

P方式 5 5 

小計(一般選抜計) 43 43 

総合型選抜 AOマルデス入試一般 5 7 

AOマルデス入試帰国

生 

若干名 若干名 

AOマルデス入試社会

人 

若干名 若干名 

AOマルデス入試外国

人 

7 5 

現地選抜型外国人特

別入学試験 

若干名 若干名 

小計(総合型選抜計) 12 12 

学校推薦型選抜 成蹊高等学校からの

指定校推薦 

7 7 

指定校推薦 13 13 

小計(学校推薦型計) 20 20 

総計 75 75 

※AOマルデス入試帰国生、AOマルデス入試社会人、現地選抜型外国人特別入学試験の募集人

員｢若干名｣は、AOマルデス入試一般の募集人員に含まれる。 

 

入学者選抜方法ごとの出願資格は、次表のとおりである。 
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[表 7] 入試区分(選抜方法)ごとの出願資格 

  出願資格 

一般

選抜 

A方式 以下の条件のいずれかを満たす者 

①高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は入試実施年度   

3月卒業見込みの者。高等専門学校の 3年次を修了した者、 

又は入試実施年度 3月修了見込みの者 

②通常の課程による 12年の学校教育を修了した者（通常の課 

程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者 

を含む）、又は入試実施年度 3月修了見込みの者 

③学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業 

した者と同等以上の学力があると認められる者、又は入試実 

施年度 3月 31日までにこれに該当する見込みの者 

E方式 

C方式 

P方式 

総合

型選

抜 

AO マルデス入試

一般 

AO マルデス入試

帰国生 

以下の a、ｂ、ｃのいずれかを満たし、さらに①、②のいずれ

かを満たす者。 

 a. 日本国籍を有する者 

 b. 「出入国管理及び難民認定法」による「永住者」 

 c. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等 

の出入国に関する特例法」による「特別永住者」 

①入試実施年度の前々年度の 4月 1日から入試実施年度の 3月 

31日までの間に外国において学校教育における 12年の課程 

を修了した、若しくは修了する見込みのある者、又はこれに 

準ずる者で文部科学大臣の指定した者。ただし、修了又は修 

了見込みの時点にいたるまでの 2学年度に相当する期間以上 

を継続して、外国の学校教育における 12年の課程に在籍し 

ていることが必要。 

②外国の学校教育における 12年の課程に継続して 2学年度に 

相当する期間以上在籍し、かつ、その直後に日本の高等学校

の第 2学年の 9月以降に編入学し、入試実施年度 3月に卒業

見込みの者。帰国後、日本国内の学校教育法に準拠しない学

校に編入学した場合は、この期間を外国の教育課程における

期間と合算することを認める場合がある。 

(注)日本にある外国人学校（インターナショナルスクール 

を含む）及び外国にある日本の学校教育法に準拠する

学校は「外国」と認めない。 

AO マルデス入試

社会人 

以下の a、bをともに満たし、さらに①～③のいずれかを満た

す者。   

a. 入試実施年度の 3月 31日までに、21歳に達する者。   

b. 職業経験が 1年以上あること（家事従事者を含む）。   

①高等学校を卒業した者、及び入試実施年度 3月卒業見込み 

の者。   
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②通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、及び入試

実施年度 3月修了見込みの者。 

③学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者、及び入試実

施年度 3月 31日までにこれに該当する見込みの者。 

AO マルデス入試

外国人 

以下の条件をすべて満たす者。 

 ■ 出願時において日本国籍を有しない者。 

 ■ 勉学を目的として日本に在留することができる者。 

 ■ 国の内外を問わず、学校教育における 12年の課程を修了 

した者（修了見込みの者を含む）、又は本学が高等学校を 

卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 

 ■ 日本の学校教育における第 7〜12学年の課程に該当する期 

間のうち、外国において、外国の学校教育制度に基づく課 

程によって、通算して 3学年以上を修了した者。 

   (注)日本にある外国人学校（インターナショナルスクー 

ルを含む）及び外国にある日本の学校教育法に準拠 

する学校は「外国」と認めない。 

現地選抜型外国

人特別入学試験 

以下（1）～（3）のすべてを満たす者。  

（１）日本国以外の国籍を有する者で、私費又は国費での修学  

が可能な者。  

（２）入学前年度の年 3月 31日までに「出入国管理及び難民 

認定法」による「留学」の在留資格を取得できる者。 

（３）次の①～②のいずれかに該当する者。  

  ①外国において、学校教育制度による 12年の課程を修了  

又は入学前年度の 3月 31日までに修了見込みの者。  

②上記①と同等以上の学力があると認められる当該国の検 

定試験に合格した者。  

学校

推薦

型選

抜 

成蹊高等学校か

らの指定校推薦 

成蹊高等学校を入試実施年度 3月卒業見込みの者で、本学を第

一志望とし、かつ、成蹊高校と協議の上定めた要件を満たす

者。 

指定校推薦 高等学校又は中等教育学校を入試実施年度 3月卒業見込みの者

で、本学を第一志望とし、かつ、対象となる高等学校又は中等

教育学校ごとに定めた要件を満たす者。 
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[表 8] 教科型試験の受験科目(受験方式別) 

入試 

方式 

専攻 教科 出題科目 

A方式 国際日本 

学専攻 

環境サス

テナビリ 

ティ学専

攻 

国語 現代の国語、言語文化（近代以降の文章）、論理国語 

地理歴史又

は公民又は

数学 

「日本史探究」、「世界史探究」、「地理総合、地理探

究」、「政治・経済」、「数学 Ⅰ、数学Ⅱ、数学 A※1、

数学 B（数列、統計的な推測）」のうちから 1科目選

択。 

外国語 英語（英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケー

ションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現

Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ） 

  

入試 

方式 

専攻 教科 出題科目 

Ē 方式 国際日本 

学専攻 

国語 現代の国語、言語文化（近代以降の文章） 

外国語※2 「本学独自問題の外国語（英語）」又は「別表に定め

る英語外部検定試験のスコア」のいずれかを合否判定

に利用する。 

 「本学独自問題の外国語（英語）」の出題科目：（英

語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーション

Ⅱ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論

理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ） 

環境サス

テナビリ 

ティ学専

攻 

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学 A※1、数学 B（数

列）、数学 C（ベクトル・平面上の曲線と複素数平

面） 

外国語※2 「本学独自問題の外国語（英語）」又は「別表に定め

る英語外部検定試験のスコア」のいずれかを合否判定

に利用する。 

 「本学独自問題の外国語（英語）」の出題科目：（英

語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーション

Ⅱ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論

理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ） 

  

入試 

方式 

専攻 教科 出題科目 

C方式 国際日本 

学専攻 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語」 

下記の科目のうちから 1科目選択。 

 複数科目受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用。ただ

し、地理歴史、公民及び理科においては、次のとおり扱う。 
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 ・地理歴史、公民において、2科目受験した場合は、第 1解答科目

を採用する。 

 ・理科において、2科目受験した場合は、第 1解答科目を採用す

る。 

地理歴史 「地理総合，地理探究」、「歴史総合，日本史探究」、

「歴史総合，世界史探究」 

公民 「公共，倫理」、「公共，政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ，数学 A」、「数学Ⅱ，数学 B，数学 C」 

理科 「物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎」、 

 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

環境サス

テナビリ

ティ学専 

攻 

外国語 「英語」 

数学 「数学Ⅰ，数学 A」、「数学Ⅱ，数学 B，数学 C」 

下記の科目のうちから 1科目選択。 

 複数科目受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用。ただ

し、地理歴史、公民及び理科においては、次のとおり扱う。 

 ・地理歴史、公民において、2科目受験した場合は、第 1解答科目

を採用する。 

 ・理科において、2科目受験した場合は、第 1解答科目を採用す

る。 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

地理歴史 「地理総合，地理探究」、「歴史総合，日本史探究」、

「歴史総合，世界史探究」 

公民 「公共，倫理」、「公共，政治・経済」 

理科 「物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎」、 

 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

  

学部 学科 試験 教科 出題科目 

P方式 国際日本

学専攻 

独自 外国語 英語（英語コミュニケーションⅠ、英語コ

ミュニケーションⅡ、英語コミュニケーシ

ョン Ⅲ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論

理・表現Ⅲ） 

大学入学共

通テスト 

国語 「国語」 

外国語 「英語」 

下記の科目のうちから 3科目を合否判定に使用する。

ただし、地理歴史及び公民のうちから 1科目（2科目

受験した場合は、第 1解答科目）は必ず合否判定に使

用する。残りの 2科目については、①地理歴史及び公

民の第 2解答科目、②「数学Ⅰ，数学 A」、③「数学

Ⅱ，数学 B，数学 C」、④『理科』（2 科目受験した場
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合は第 1解答科目）のうち高得点の 2 科目を合否判

定に使用する。 

地理 

歴史 

「地理総合，地理探究」、「歴史総合，日本

史探究」、「歴史総合，世界史探究」 

公民 「公共，倫理」、「公共，政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ，数学 A」、「数学Ⅱ，数学 B，数学

C」 

理科 「物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基

礎」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

環境サス

テナビリ

ティ学専

攻 

独自 外国語 英語（英語コミュニケーションⅠ、英語コ

ミュニケーションⅡ、英語コミュニケーシ

ョン Ⅲ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論

理・表現Ⅲ） 

大学入学共

通テスト 

外国語 「英語」 

数学 「数学Ⅰ，数学 A」、「数学Ⅱ，数学 B，数学

C」 

下記の科目のうちから 1科目選択。 

 ただし、地理歴史及び公民において 2科目受験した

場合は、第 1解答科目を採用する。 

地理 

歴史 

「地理総合，地理探究」、「歴史総合，日本

史探究」、「歴史総合，世界史探究」 

公民 「公共，倫理」、「公共，政治・経済」 

下記の科目のうちから 1科目選択。複数科目を受験し

た場合は、①「国語」、②『理科』（2科目受験した場

合は第１解答科目）のうち高得点の科目を合否判定に

使用する。 

国語 「国語」 

理科 「物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基

礎」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

※1：数学 Aの出題範囲は、全分野とする。 

 

●留学生の受入れ・受入れ方策等具体的な計画（履修指導方法、教育上の配慮等を含む） 

本学部では、多様な入学者の確保に向け、正規課程に在籍する留学生の受入れを強化

する。入学者選抜においては、大学入学まで渡日が不要な「現地選抜型外国人特別入試」

や、日本国籍を有しない者で外国の学校教育における 12年の課程を修了した者などを対

象とする「AO マルデス入試外国人特別受験」の入試方式を採用する。また、英語による

授業料目を多数設定するとともに、留学生のための日本語教育を充実させるなど、留学

生にも受講しやすいカリキュラムや学修環境を整える。さらには、私費外国人留学生に

対しては授業料減免制度を適用し、本学が占用するふたつの寮の入寮案内を行う。 
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●留学生の日本語能力等の資格要件や経費支弁能力の確認方法、在籍管理方法 

外国人特別受験においては、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試

験」の日本語科目を受験していることが出願要件となり、合否判定にその得点を利用す

る。 

また、現地選抜型外国人特別入学試験においては、「日本語能力試験 N1合格」又は『日

本語コミュニケーション能力測定試験（JLCAT）の 4 技能スコアのうち、認識能力

（「Listening」「Reading」の 2 技能スコア）での「B2」以上の取得、かつ、総合 CEFR

（「Listening」「Reading」「Speaking」「Writing」の 4技能スコア）での「B1」以上の取

得』を出願要件としている。 

経費支弁能力は、入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行う際に確認

する。入学後の在籍管理については、所管部署である国際教育センター国際課において

適切に管理を行い、必要な支援を行う。また、学生の各学期の履修登録内容及び成績の確

認については教務部において確認をする。成績不振者への面談は本学部において実施す

るが、状況に応じて国際課とも連携をする。 

  

●AOマルデス入試社会人特別受験における「社会人」の定義 

以下の a、b をともに満たし、さらに①～③のいずれかを満たす者。 

a. 入試実施年度の 3月 31日までに、21歳に達する者。   

b. 職業経験が 1年以上あること（家事従事者を含む）。   

① 高等学校を卒業した者及び入試実施年度 3月卒業見込みの者。 

  ② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び入試実施年度 3 月修了見込みの

者。  

③ 学校教育法施行規則第 150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められる者及び入試実施年度 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者。

なお、AP、CP、DPはその他の選抜と同じ。 

  

●既修得単位の認定方法及び認定の考え方 

学生の勉学の意欲の向上を図り、かつ、留学・就職活動等を支援するために、入学前に

他大学等において修得した単位、行った学修、及び技能試験等の審査に合格し、大学教育

に相当する水準を有すると認めたものを単位として認定する。なお、学生からの申請が

必要となる。 

●AO マルデス入試の帰国生特別受験・社会人特別受験・外国人特別受験、学校推薦型選

抜、現地選抜型外国人特別入学試験における学生の学力の担保 

AO マルデス入試の帰国生特別受験・社会人特別受験・外国人特別受験、学校推薦型選

抜においては、調査書又は成績証明書を審査に利用する。また、現地選抜型外国人特別入

学試験においては、筆記試験の得点を合否判定に用いる。 

  

●学力検査を課していない総合型選抜 AOマルデス入試、学校推薦型選抜においては、ア

ドミッション・ポリシーに掲げる学力等を適切に測るために調査書又は成績証明書を審

査に利用する。 
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本学では、全学的な視点に立って本学の入学試験に係る業務を的確に運営することを目

的とし成蹊大学アドミッションセンター規則を定め、入試体制を規定している。【資料 30】

また、本学部においては、学部の入学者の受入れに関する業務を的確かつ円滑に行うため

に本学部入試委員会を設置する。なお、開設前の入試業務においても、本学部入試委員会

を設置する。 

 

⑪ 教育研究実施組織等の編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成の基本的な考え方 

  本学部では、「日本・世界各地の文化や自然・社会環境等の研究、及び現代社会の様々な

課題の解決にチャレンジでき、また、日本と世界をつなぐ人材の養成を通して、地域や世

界の社会課題の解決に貢献し、持続可能な社会の構築に寄与すること」を教育研究上の目

的としている。上記目的の実現のため、教員組織は、教育、研究、社会貢献等において多様

な実績と経験を持つ基幹教員で構成される。例えば、外国出身の教員、海外の大学で学位

を取得した教員、フィールドワークの経験が豊富な教員、実務家教員、人文学分野(歴史、

文化、地域、人文地理学など)又は環境・自然科学分野(環境学、自然地理学、数理科学、地

球惑星科学など)において教育・研究実績のある教員を、基幹教員としてバランスよく配置

している。すべての基幹教員は、博士の学位を有しており、本学部「専門科目」における主

要授業科目、必修科目は基幹教員が担当する(複数クラス開講の科目の場合、1クラス以上

は基幹教員が必ず担当し、科目運営の取りまとめを行う)。 

 

（2）教員の配置状況 

  本学部の基幹教員は合計 18名で構成し、その内訳は、国際日本学専攻の専門教育を担う

者が 7 名、環境サステナビリティ学専攻の専門教育を担う者が 7 名、専門基礎教育や語学

教育等を担う者が 4 名となっている。授業の担当については、いずれの教員も完成年度で

の年間担当コマ数を概ね 10程度とすることで、教育と研究の時間を十分に確保できるよう

に設定している。1 年次から 4 年次までに配置されているゼミナール科目を必修科目かつ

主要授業科目に設定し、基幹教員が分担して担当することにしており、ゼミ教育に力を入

れている。また、本学部の DP 及び CP を踏まえた上で教育上主要と認められるその他の 6

科目を必修科目かつ主要授業科目として配置し、基幹教員が担当することとしている。 

 

（3）教員組織の構成 

本学部の完成年度末の基幹教員の年齢構成は、以下のとおりである。 
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[表 9] 

区分 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 合計 

教授   5人 4人 9人 

准教授  3人 3人  6人 

講師 1人 1人 1人  3人 

合計 1人 4人 9人 4人 18人 

「成蹊学園就業規則」【資料 31】に基づき、「専ら本学の教育研究に従事する教員」の定

年は 65 歳となっているが、本学部の基幹教員の中で完成年度までに定年の年齢を超える者

はいない。教員の年齢構成も 30歳代から 60歳代までとなっており、完成年度の 3月 31 日

時点において教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に支障がない構成になってい

る。基幹教員の配置に際して、男性教員と女性教員の割合はほぼ等しく、男性教員 56 %女

性教員 44 %となっている。 

 

⑫ 研究の実施についての考え方、体制、取組み 

  本学においては、「成蹊大学における研究にかかわる行動規範」【資料 32】を定め、研究

成果を継続的に発信して社会の負託に応えることを使命とすること、また、それは研究活

動の遂行における誠実性・公正性によってはじめて担保されるものであることを掲げてい

る。こうした理念を具現化するために、本学では、学長を最高管理責任者、研究担当副学

長を委員長とする研究推進委員会、研究コンプライアンス推進委員会等を学長室研究助成

課の事務所管で運営し、研究の一層の推進及び研究コンプライアンス上の意識啓発と監視

を行う体制を構築している。 

  これらのうち、研究推進委員会は、全学的な研究環境の整備、研究推進に資する諸施策

の策定、研究成果の公表と社会への還元、科学研究費補助金をはじめとする外部資金の獲

得、学内的な研究助成の配分、全学的な紀要である『成蹊大学一般研究報告』の編集・刊行

に関わる事項等を審議している。【資料 33】なお、本学の第 3 次中期計画（2023〜2028 年

度）においては、重要施策 2 に「研究活動のさらなる活性化と研究成果の発信強化」を掲

げており、科研費とそれ以外の競争的資金を合わせた研究申請の採択数の上昇が評価指標

に据えられた。これを受けて、「研究ステップアップ助成金」、「研究デザイン助成金」、「研

究成果アウトリーチ活動助成金」、「リーディングリサーチャー表彰制度」を新たに導入し

て令和 6年度（2024年度）より全面的に運用を開始した。 

  研究コンプライアンス推進委員会は、「成蹊大学における研究コンプライアンスの責任体

系」【資料 34】、「成蹊大学研究コンプライアンス基本規則」【資料 35】及び「成蹊大学研究

コンプライアンス推進委員会規則」【資料 36】に基づき設置されているものであり、最高管

理責任者（学長）及び統括管理責任者の下、学内 15部局（学部・研究センター等に加えて

事務部局を含む）の長が推進責任者となって、また本学園の内部監査室も参画して全学的

に運営される。この委員会の統括の下、研究コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実

施体制、安全保障輸出管理体制、公的研究費・学内研究費の取扱い体制、研究データの取

扱い体制、検収体制、監査体制、モニタリング体制、相談・通報体制等を構築するととも

に、文部科学省からの指導の下でこれらの体制が盤石なものであるかどうかを定期的に確

認する体制も確立している。研究コンプライアンス推進委員会に加えて、人間を直接の対
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象とし、その個人の行動、心身等に関する情報を収集して行われる研究を行うすべての研

究者が守るべき行動、態度等に関し必要な事項を定めた「成蹊大学研究倫理ガイドライン」

【資料 37】を策定し、当該研究に係る審査を適正かつ円滑に実施することを目的として、

最高管理責任者の下に研究倫理委員会【資料 38】を、また、本学における利益相反を適切

にマネジメントし、健全な産学官連携活動の推進を図ることを目的として、最高管理責任

者の下に利益相反マネジメント委員会【資料 39】をそれぞれ設置している。 

  なお、各研究職による研究助成の申請・受入れ、研究費執行や学会の開催などについて

は、研究助成課から全面的に支援を受けられるほか、本学に設置されるアジア太平洋研究

センター、Society 5.0研究所、サステナビリティ教育研究センターといった学部横断的な

研究センターからの支援も受けられる。そのほか、コンピュータ利用やネットワーク環境

については高等教育開発・支援センターが一元的に管理・支援し、文献探索・調達につい

ては図書館によってオンラインシステムも活用した迅速なレファレンスサービスが提供さ

れている。また、文系学部の共同研究室には研究助成課所属の職員が配置されており、紀

要やディスカッションペーパーの編集を含む学部教員の研究活動上の支援を行っている。 

 

⑬ 施設・設備等の整備計画 

（1）校地、運動場の整備計画【資料 40】 

本学は、東京都武蔵野市吉祥寺北町にキャンパスを構える 1キャンパスの大学であり、 

敷地内には本学園が設置する小学校、中学・高等学校を併設している。大学の校地（校舎敷

地）は専用 166,397.63 ㎡であり、大学設置基準第 37 条の規定により算出する（収容定員

上の学生１人あたり 10 ㎡）校地面積 78,800 ㎡を超えており、本学部設置に際して、既に

十分な校地面積を確保している。校地のうちには、空地として、本館前の前庭及び教室等

に囲まれた中庭（アトリオ）があり、学生間の交流、学生と教職員の交流及び学生の休息そ

の他の利用のための空間として十分な場所を確保している。 

また、運動場用地は専用 87,580.85㎡、スポーツ施設は専用 34,177.21㎡である。これ 

らについても、本学部設置に際して既に十分な広さを確保しており、授業利用の他、学生

の課外活動にも利用できる。 

 

（2）校舎等施設の整備計画【資料 40】 

本学の校舎面積は 97,097.64㎡であり、大学設置基準第 37条の 2別表第 3の規定により

算出される基準校舎面積 46,723.8 ㎡に対し約 2 倍の面積を持ち、本学部の設置に際して、

既に十分な校舎面積を保有し、校舎には、次の施設等を備えている。 

 

<必置施設> 

1  教室（講義室、演習室、実験・実習室、語学学習施設） 

講義室、演習室、実験・実習室、語学学習施設は、大学全体としてそれぞれ 94室、42室、

74 室、2室を備えており、既に十分な教室を確保している。 

本学では、各学部専用の教室を備えているが、必要に応じて全学として共用し、曜日時

限ごと、学部ごとの使用頻度を勘案して授業運営を所管する教務部が臨機応変に教室配当

を行っているため、あらゆる授業形態、教育方法、履修者の多少に柔軟に対応できる。【資
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料 41】 

また、本学部の設置に伴い、令和 7年度（2025年度）に既存の大学西 1号館を改修し、

本学部が主に使用する施設として、教室は 81 名収容教室 1 室、75 名収容教室 1 室、72 名

収容教室 2室、45名収容教室 11室の計 15室を、演習室は 2室を設ける。さらに、本学部

では実験科目に対応するため、専用の実験・実習室を 1 室備えており、かつ、電気電子計

測機器、データ処理装置、光学計測機器等の器具を配置し、実験を実施するための十分な

環境を備えている。よって、本学部の設置に伴う学生数の増加、教育課程に沿った授業の

実施による他学部の授業運営には支障がない。 

なお、本学では、継続して大学の施設・設備の充実に努めており、近年では、大学 1 号

館及び 2 号館を除く全ての教室棟において、統一した視聴覚システムを導入している。こ

れにより、利用する教室によらずに同一水準の教育環境を提供できている。また、当該視

聴覚システムは遠隔授業、無線投影が可能であるなど、昨今の ICT を活用したアクティブ

ラーニングにも対応できている。なお、大学 1 号館及び 2 号館についても、視聴覚設備の

一部機能追加を行った。 

 

2  研究室 

本学においては全学部の基幹教員全員に個室を供しており、学生の教育上の情報管理等

の機密性が保たれている。また、教員自身の研究にも配慮がなされている。本学部の基幹

教員に対しても全員に個室の研究室を提供するため、本学部設置後も教育又は厚生補導を

行う上で支障がない。このほか、専ら本学に勤務する基幹教員以外の教員に対しても、共

同の研究室を配備する。 

 

3  医務室 

医務室については、大学保健室を備え、全学部学生の健康管理、応急処置、医療機関対

応、健康診断実施、カウンセリング等、既存の体制で既に学生の心身の健康の維持増進に

供しており、本学部設置後も同等以上の内容が担保される。 

 

4  事務室 

事務室は、大学の管理運営における円滑な業務遂行のため、既に各所に適宜配置してい

る。なお、本学部設置に伴い、大学西 1 号館内に新たに事務室を 1 室配置し、本学部に係

る業務を円滑に実施する。よって、本学部設置後も同等以上の内容が担保される。 

 

<その他必要な施設> 

主なものとして、以下の施設を備えている。 

1  学長室等 

学長室は専用で備えている。そのほか、大学要職者用の居室として、既に副学長室（2 名

で共用）、学部長室（学部ごとに専用）を備えている。なお、本学部の設置に伴い、本学部

の学部長室を他学部の学部長室と同様に、1室（専用の個室）備えるため、本学部設置後も

同等以上の内容が担保される。 
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2  会議室 

用途に応じて、既に様々な規模と設備の会議室を各所に配置している。加えて、本学部

の設置に伴い、大学西 1 号館内に新たに会議室を備えるため、大学全体の会議室の不足等

は生じない 

  

3  学生自習室 

大学 11 号館の 1 階及び 2 階に「ラーニングコモンズ」を備えている。「ラーニングコモ

ンズ」では、個別学習エリア、グループワークエリア、プレゼンテーションエリアなど、エ

リア別に用途を分けており、本学の全学生が目的に応じて主体的に学ぶ環境を提供してい

る。また、「ラーニングコモンズ」にはアカデミックサポートエリアも備えており、全学生

が専属のアカデミック・インストラクターから学修指導を受けることや相談することが可

能である。さらに、後述の図書館には、個室閲覧室やグループ閲覧室があり、学生の自習等

に供している。本学部の設置に際して新たに整備する「学生自習室」はないが、前述のよう

に既に十分な「学生自習室」を備えているため、本学部設置後も同等以上の内容が担保さ

れる。【資料 42】 

 

4  学生控室 

学生控室については、コンビニエンスストアを併設したカフェテリア「トラスコンガー

デン」をはじめ、大学 6号館地下 1階カフェを併設した多目的ホールを設けている。また、

6 号館 3 階及び 5 階にはグループ学習室「コミュニケーションラボ」を 2 室ずつ設けてい

る。6号館 3階から 5階には、学生が自由に集まることのできるフリースペースとして、椅

子・テーブル、窓に面したカウンターを配したラウンジを設けているほか、大学 11号館に

は「テラス」や「リフレッシュエリア」を設けている。既に十分な学生控室を備えている

が、本学部が主に使用する大学西 1 号館の 1 階及び 2 階には、学生が友人や教職員と交流

をしながら、安心して休息や気分転換ができる「学生ラウンジ」があり、本学部設置に伴う

大学全体の学生控室の不足は生じず、同等以上の内容が担保される。 

  

5  体育館、スポーツ施設 

体育館は現状、3館を有し、3館のうち 1館ではトレーニングができる設備、また、実施

種目に関連する講義・演習ができる十分な設備を設けている。 

スポーツ施設としては、野球場、サッカー場、卓球場、テニスコート、ハンドボールコー

ト、アーチェリー射場を備えている。これらの施設で「全学共通科目」の「健康・スポーツ

科目」の授業を行うが、現行施設で十分対応できる。また、学生は、これらの施設を課外活

動においても利用することができる。 

このように、体育館及びスポーツ施設については、既に十分な施設・設備を有しており、

本学部設置に伴う整備等を行わないが、支障がない。 
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（3） 図書等の資料及び図書館の整備計画  

本学の図書館（「情報図書館」と称する）は、面積 11，925.03㎡、閲覧座席数 866、収容

可能冊数 139万冊を擁する規模となっている。 

令和 7 年（2025 年）4 月現在、本学部の教育課程の内容に沿った新規図書購入の準備を

進めており、書店からリストと見積りを取得し、購入のための特別予算についても本学園

において既に承認されている。また、各種データベースや電子資料類を学外からのアクセ

スにより使用できるよう整備済みで、その後もタイトルの拡充を続けている。 

  

本学部の教育研究に必要な図書等は、開設前において、既に図書 632,944 冊、電子図書

6,858 冊、学術雑誌 129誌、電子ジャーナル 84誌を揃えているが、開設に向けてさらに図

書 9,092冊、電子図書 321冊を新たに購入し、開設時には図書 642,036冊、電子図書 7,179

冊を整備する。学術雑誌と電子ジャーナルについては、開設前において既に必要十分な冊

数が揃っているため、開設時に追加で購入又は契約を行わないが、教育研究に支障はない。

さらに、完成年度に向けて、教育課程に沿った世界や地域の歴史、文化、風習、言語、自然

環境等の分野を中心に満遍なく整備を行い、かつ、日本美術、ポップ・カルチャー、気候変

動、防災等、2つの専攻の学びに関連した図書等の充実を図る。具体的には、図書は 18,185

冊、電子図書 640 冊、学術雑誌 9 誌、電子ジャーナル 6 誌の追加購入又は契約を行い、完

成年度には図書 660,221冊、電子図書 7,819冊、学術雑誌 138 誌、電子ジャーナル 90誌を

整備する計画である。既存の図書、電子図書、学術雑誌及び電子ジャーナルのみでも本学

部の教育研究に必要な資料は十分に備えているが、本学部の開設に伴う整備によって、ま

すます充実することとなる。【資料 43】 

 

また、本学の図書館は、1階カウンターを総合案内、2階カウンターをレファレンス専門

と位置付けて役割を明確に分け、利用者が適切なアドバイスを得られる仕組みを提供して

いる。総合案内では気軽に質問ができる一方、レファレンス専門カウンターでは資料や文

献の相談に応じ、各学部の専門的な学びや研究をより深めるための支援を行っている。レ

ファレンス専門カウンターには司書資格を持つ専属の専門的職員が常駐（夜間を除く）し、

最新のデータベースや各分野の知識に基づき対応を行っている。 

  

また、図書館間相互貸借や文献複写物の取り寄せ、学習院大学、成城大学、武蔵大学、甲

南大学及び本学による五大学間での図書館相互利用など、幅広いサービスが充実しており、

利用者は本学の所蔵資料に限らず多様な資料にアクセスし、専門分野に応じたサポートを

受けることができる。閲覧サービスに限定すれば、西南学院大学とも図書館間相互利用の

協定を結んでいる。さらに、来館せずに各種サービスを享受できるオンライン受付も積極

的に導入している。 

  

教員の要望に応じて開催される図書館ガイダンスや、図書館職員が自主的に企画するガ

イダンスも、利用者教育に大きく貢献している。これらのガイダンスでは、施設の利用方

法や資料の探し方、各分野で有用なデータベースの紹介など、多岐にわたる内容が提供さ

れている。普段はなかなか目にすることのない貴重書を閲覧できるガイダンスもある。 
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  学習スペースにおいても、全館で 866 席の閲覧座席を備えている。特に、各フロアの書

架に隣接する 266 室の個室閲覧室は、資料にアクセスしやすく、集中できる環境を提供す

ることで、利用者の学修意欲を高める設計となっている。その他、「プラネット」という名

称のグループ閲覧室を 5 基設置している。これらはディスカッションや共同学習に適した

空間であり、ラーニングコモンズの先駆けともいえる存在である。一部のプラネットには

モニターが設置されており、学生がパソコンを接続してプレゼンテーションの発表や練習

を行うこともできる。自由な発想や協働作業を促進する場として活用されている。 

  

さらに、大学の完全 BYOD化（自分のデバイスを持ち込むスタイル）への移行方針に伴い、

館内のどの場所でも Wi-Fi に接続し、情報資源にアクセスできる環境を整備している。加

えて、館内にはオンデマンドプリンタが 5 台設置され、必要な資料を即座に印刷・データ

化できる利便性を提供している。OPACやデータベース用の端末も 11台配備されており、効

率的な資料検索をサポートしている。本学が契約しているデータベースは、全学的なもの

から専門分野に特化したものまで幅広く取り揃えられており、その多くは自宅など学外か

らもアクセス可能であるため、場所を問わずに学習や研究に活用できる。【資料 44】 

 

⑭ 管理運営 

（1） 管理運営体制の概要 

本学の管理運営の体制としては、大学の教育研究に関する重要事項の審議機関として

位置付けている「大学評議会」、大学の運営に係る企画立案等、大学内意見調整を行う学

長諮問機関として位置付けている「大学運営会議」により行われ、適時適切な意思決定を

行っている。この意思決定においては、各学部・研究科に設置する教授会において意見を

参酌することとしている。また、学長の下に大学運営の一助と成す各種委員会、各学部の

下に学部運営の一助と成す各種委員会が適宜設定され、大学の円滑な管理運営を担って

いる。なお、法人部門とは、学園・大学協議会にて、大学の運営に係る事項を必要に応じ

て協議している。また、大学の教育・研究に関わりのある事項については、常務理事会に

おいて、学長のほか、副学長、学部長及び研究科長を構成員に加えた上で審議を行うこと

とし、理事会が必要と認めた事項については、学園理事会において意思決定を行ってい

る。 

  

以下に、管理運営を担う各会議体についての概要を記す。 

  

（2） 大学評議会 

大学の教育研究に関する重要な事項を審議する機関として、大学評議会を設置してい

る。【資料 45】 

1 構成員 

学長、副学長、学部長、研究科長、各学部の教授各 2名、学長室長、教務部長 

2 開催 

毎月 1回開くことを定例とする。ただし、学長は、必要があると認めるときは、臨時に

開くことができる。 
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3 審議事項 

a）大学の教育研究上の目的を達成するための基本計画に関する事項 

b）学則その他教育研究に係る重要な規則の制定及び改廃に関する事項 

c）学部、研究科その他重要な施設、組織等の設置及び改廃に関する事項 

d）教育研究に係る予算の編成方針に関する事項 

e）教員の配置計画及び教育研究業績の審査に係る方針に関する事項 

f）学生定員に関する事項 

g）教育課程の編成に係る方針に関する事項 

h）学生の修学等を支援するために必要となる助言、指導その他の援助に係る方針に関 

する事項 

i）学生の賞罰に関する重要な事項 

j）学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の身分に係る方針に関する事項 

k）学位の授与に関する事項 

l）その他大学の教育研究に関する重要な事項 

  

（3） 大学運営会議 

本学の運営に関する企画立案、大学評議会に付する議案及びその内容の検討、大学内の

意見調整等を行うことを目的として、学長の諮問機関として大学運営会議を設置している。

【資料 46】 

1 構成員 

学長、副学長、学部長、研究科長、学長室長、教務部長 

2 開催 

毎月 2回開くことを定例とする。ただし、学長は、必要があると認めるときは、臨時に

開くことができる。 

 

（4） 教授会 

本学における教務や入試等を含めた学務に対する管理責任を全うするために、各学部

の審議機関として、各学部に教授会を設置している。【資料 47】 

1 構成員 

各学部の専任の教授、准教授及び講師をもって構成する。ただし、当該学部が必要と認 

める場合には、当該学部の専任の教授、准教授及び講師以外の者を構成員とすることが 

できる。（本学においては、「専ら本学の教育研究に従事する教員」を「専任教員」として 

いる。） 

2 開催 

成蹊大学教授会規則に基づき、学部長が前年度末までに翌年度の開催日を決定し、構成 

員に周知する。通例として、年間 15～16回程度開催する。日程決定にあたっては、学内の 

意思決定プロセスを円滑に進めるため、大学運営会議の開催日を勘案し全学的に調整がな 

されている。 

3 審議事項 

教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べる。 
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a）学生の入学及び卒業に関する事項  

b）学位の授与に関する事項  

c）教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が

次に定めるもの 

ア 教員の配置計画に関する事項  

イ 教員の採用及び昇任に係る教育研究業績の審査に関する事項  

ウ 学則その他教育研究に係る重要な規則の制定及び改廃に関する事項 

エ 教育課程の編成に係る方針に関する事項  

オ 学生の修学等を支援するために必要となる助言、指導その他の援助及び賞罰に関 

する事項 

 

このうち、特に c）のイ「教員の採用及び昇任に係る教育研究業績の審査に関する事項」

に関しては、専任教授（必要に応じて教授会構成員である専任准教授又は講師を加えるこ

とができる）を構成員とする審査教授会において審議し、学長に意見を述べることとして

いる。 

 

（5） 委員会等 

1 大学委員会等 

・ 成蹊大学人事委員会【資料 48】 

本学の専任教員の人事に関する事項を取り扱う。 

・ 成蹊大学 IR推進委員会【資料 49】 

本学の大学ガバナンス及び教学マネジメントの計画策定、政策決定及び意思決定を支

援するために行われる IR（Institutional Research）に関し、全学的視野から推進及び

統括を図る。 

・ 成蹊大学全学入試委員会 

成蹊大学アドミッションセンターの意思決定及び実務遂行を担う。 

・ 成蹊大学全学教育運営委員会 

全学共通科目等の運営に関する協議、調整及び実務を行う。 

・ 成蹊大学教職課程協議会 

教職課程及び教職課程センターの運営に関する基本方針及び重要事項を協議する。 

・ 全学教職課程委員会 

教職課程の全学的な運営の調整、教員養成のカリキュラム編成、学生指導等に関する

協議を行う。 

・ 成蹊大学図書館協議会 

図書館の運営に関する重要事項を審議する。 

・ 成蹊大学図書館委員会 

図書館の運営並びに図書館と各学部との連絡を円滑に行う。 

・ 成蹊大学キャリア支援センター企画執行委員会 

センターが、キャリア教育の策定・推進や進路・就職等の学生支援に関する業務を企画

執行するに当たり、所長が必要と認めた事項を審議する。 
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・ 成蹊大学学生部委員会 

学生生活の充実及び向上を図る上で必要な事項を審議する。 

・ 成蹊大学地域連携･地域貢献推進委員会 

本学の教育目標（人材育成方針）及び社会連携・社会貢献に関する方針の趣旨を実現す 

る。 

・ 成蹊大学アジア太平洋研究センター企画執行委員会 

センターの運営に関する基本方針及びセンターが行う事業の企画執行に関する事項を

審議する。 

・ 成蹊大学研究推進委員会 

本学における研究の推進に資する諸施策の策定及び研究成果の社会への還元等を行う。 

・ 成蹊大学研究コンプライアンス推進委員会 

本学における研究上の不正行為を防止し、本学の構成員に対し、研究コンプライアン

スの遵守を促す。 

・ 成蹊大学利益相反マネジメント委員会 

健全な産学官連携活動の推進を図るため、本学における利益相反を適切に管理する。 

・ 成蹊大学研究倫理委員会 

本学における研究のうち、人間を直接の対象とし、個人情報、個人の行動、環境、心身

等に関する情報、データ等を収集し、又は採取して行う研究に係る基本方針を策定する

とともに、当該研究に係る審査を適正かつ円滑に実施する。 

 

2. 本学部の委員会等 

教授会は、成蹊大学教授会規則第 10条に基づき、教授会の機能を有効的に果たすため 

に、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される以下の専門委員会を置く

ことができる。 

・ 国際共創学部運営委員会【資料 50】 

本学部の運営に関する重要事項を審議する。 

・ 国際共創学部教務委員会【資料 51】 

・ 本学部の教育に関する事項を審議する。 

・ 国際共創学部 FD委員会【資料 52】 

本学部における FD（Faculty Development）活動に関し、学部全体の視点から 

  組織的に推進及び統括を図る。 

・ 国際共創学部入試委員会【資料 53】 

本学部の入学者の受入れに関する業務を的確かつ円滑に行う。 

  

その他、外国人留学生については、以下の体制で管理を行っている。 

  

（6） 外国人留学生 

1 在籍管理 

毎月、留学生の在留状況の確認を行っている。また、授業への出席状況は授業科目ごと 

に行い、通常の学生と同様に、当該学生が成績不振の場合は、関係する事務部署、教員によ
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る個別指導を行うこととしている。 

  

 

2 各種支援体制 

国際教育センターが中心となり、様々な支援を行っている。具体的には、修学支援とし

て、外国人留学生専用の日本語科目を国際教育センターが提供しているほか、私費外国人

留学生が日本語科目を履修する場合、各自の母国語に応じて、英語必修科目又は初修外国

語科目の履修に代えることができる。生活支援としては、留学生向けのオリエンテーショ

ンの実施、学生寮の提供、日本語プログラムの設置、日本人学生との交流会の開催、日本人

学生による生活のサポート等を行っている。 

 

⑮ 自己点検・評価 

（1） これまでの本学での取組み 

本学は、成蹊大学学則第 1条の 2の規定に基づき、教育研究水準の向上を図り、大学設 

置の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評

価を行い、その結果を公表するとともに、教育研究活動等の改善及び充実に努めている。

また、本学では、大学全体の自己点検・評価活動に関する方針の策定及び本学の自己点検・

評価活動の統括を主な任務とする成蹊大学内部質保証委員会を設置するとともに、同委員

会の下で自己点検・評価活動を運営する成蹊大学自己点検・評価委員会を設置している。  

これまでの本学における自己点検・評価の実施状況は、平成 6 年度（1994 年度）を実施

初年度として平成 6 年度末（1994 年度末）には自己点検・評価の結果を「成蹊大学の教育

と研究の現状」と題した報告書にまとめ、刊行した。以後、4年周期で点検・評価を行うこ

ととし、平成 10年度（1998年度）と平成 14年度（2002年度）に自己点検・評価報告書を

刊行した。また、平成 10年度（1998年度）の自己点検・評価報告書をもとに財団法人大学

基準協会に相互評価の申請をし、その結果、大学基準に適合している旨の認定を受けた。 

その後、平成 14年（2002年）に大学の点検・評価に係る学校教育法の改正により、それ

以前は努力義務であった自己点検・評価の実施に加え、認証評価機関による審査を 7 年以

内の期間毎に受けることが義務化されたことから、本学は公益財団法人大学基準協会を認

証評価機関として選定の上、平成 15年度（2003年度）、平成 21年度（2009年度）、平成 28

年度（2016年度）、令和 5年度（2023年度）に大学基準協会による認証評価を受審した。 

本学では、各学部、各研究科及び各部局が毎年度作成する「大学内部質保証／点検・評価

シート」とともに、大学全体を俯瞰した機関レベルでの点検・評価シートである「大学統括

シート」を作成しており、大学基準協会による認証評価申請においては、この「大学統括」

シートを基に「自己点検・評価報告書」を作成している。令和 5 年度（2023 年度）の認証

評価受審においては、令和 4年度（2022年度）に作成した「大学統括」シートを基に「2023

年度版 成蹊大学『自己点検・評価報告書』」を作成の上、令和 5 年（2023 年）3 月末に大

学基準協会に提出し、同協会の定める大学基準に適合しているとの認定を受けた。なお、

今回の認定の期間は、令和 6 年（2024 年）4 月 1 日から令和 13 年（2031 年）3 月 31 日ま

でとなっている。【資料 54】 
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（2） 基本方針 

本学は、学校教育法第 109条、成蹊大学学則第 1条の 2、成蹊大学大学院学則第 2条及び

成蹊大学内部質保証に関する規則【資料 55】に基づき、内部質保証に関する方針を定め、

公表している。【資料 56】 

  

（3） 組織体制 

成蹊大学内部質保証に関する規則第 3条に基づき、以下の組織体制を整備している。 

1 成蹊大学内部質保証委員会 

本学の自己点検・評価活動を全学的に統括し、内部質保証の推進に責任を負う全学的な

組織として、学長の下に設けられている。 

2 成蹊大学自己点検・評価委員会 

成蹊大学内部質保証委員会の下で自己点検・評価活動を運営する。 

3 「大学」内部質保証推進チーム 

大学全体の諸活動に係る統括的な自己点検・評価を行い、かつ、改善・向上に取り組む

ため、学長の下に設けられている。 

4 内部質保証推進チーム 

各学部、各研究科及び各部局が各所属長の下で構成するチーム。それぞれの諸活動に係

る自己点検・評価を行い、改善・向上に取り組んでいる。 

5 成蹊大学 IR推進委員会【資料 49】 

自己点検・評価及び改善・向上の取組みを円滑に進めるため、内部質保証委員会は、成

蹊大学 IR推進委員会と連携する。 

 

（4） 実施体制 

成蹊大学内部質保証に関する規則第 5 条に基づき、以下のとおりとしている。なお、改

善を要する事項に係る管理及び改善支援は、内部質保証委員会が中心となり実施する。ま

た、管理及び改善支援において、内部質保証委員会が必要と認めたときは、IR 推進委員会

に自己点検・評価結果の分析並びに「大学」内部質保証推進チーム及び各内部質保証推進

チームへの改善支援等を依頼する。 

  

a）内部質保証委員会が策定した自己点検・評価の実施方針に基づき、自己点検・評価委

員会が自己点検・評価に必要な手順を策定する。 

b）「大学」内部質保証推進チーム並びに各学部、各研究科及び各部局における内部質保証

推進チームは、自己点検・評価委員会が策定した手順に従い、自己点検・評価を実施

し、その結果を自己点検・評価委員会へ報告する。 

c）自己点検・評価委員会は、「大学」内部質保証推進チーム及び各内部質保証推進チーム

の自己点検・評価活動の進捗を管理する。また、「大学」内部質保証推進チームからの

報告に基づき、大学全体としての報告書を作成し、内部質保証委員会へ報告する。 

d）内部質保証委員会は、自己点検・評価委員会からの報告に基づき、大学として改善が必

要と思われる事項等を取りまとめ、学長へ報告する。 

e）学長は、内部質保証委員会からの報告を受けたときは、その内容を精査し、改善を要す
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る事項について、内部質保証委員会に大学としての課題等の提示を行う。 

f）内部質保証委員会は、学長から提示された課題等を、「大学」内部質保証推進チーム及

び関係する各内部質保証推進チームに通知する。  

g）内部質保証委員会からの通知を受けた「大学」内部質保証推進チーム及び各内部質保証

推進チームは、次年度へ向けた改善計画を策定し、改善・向上につなげる。 

  

（5） 点検・評価項目 

成蹊大学内部質保証に関する規則第 4 条では、点検・評価項目として、以下が定められ

ている。上述の「大学内部質保証／点検・評価シート」【資料 57】は、この項目に従って作

られている。 

1  大学、大学院、学部、研究科等の理念及び各組織の目的に関すること。 

2  内部質保証に関すること。 

3  教育研究組織に関すること。 

4  教育内容、方法、学修の成果等に関すること。 

5  学生の受入れに関すること。 

6  教員及び教員組織に関すること。 

7  学生支援に関すること。 

8  教育研究等環境に関すること。 

9  社会連携及び社会貢献に関すること。 

10 管理運営及び財務に関すること。 

 

（6） 結果の活用 

上述のとおり、内部質保証委員会から課題が提示された「大学」内部質保証推進チーム

及び各学部、各研究科及び各部局の内部質保証推進チームは、次年度へ向けた改善計画を

策定し、改善・向上につなげる。また、IR 推進委員会が中心となり、内部質保証委員会と

連携して、大学全体又は各学部、各研究科等における教学諸活動の点検・評価及び改善を

円滑に進めるため、内外の各種情報やデータを分析し結果を活用している。 

  

（7） 外部評価 

本学は、認証評価機関による評価のほか、成蹊大学内部質保証に関する規則第 8 条第 1

項及び第 2項に基づき、成蹊大学外部評価の実施に関する規則【資料 58】を定め、本学の

諸活動の改善及び質の向上に資する有益な助言等を得るため、定期的に外部評価を受ける

こととしている。直近では、令和 2年度（2020年度）に外部有識者による、大学基準に基

づく外部評価を 2 件受審した。また、成蹊大学内部質保証に関する規則第 8 条第 3 項に基

づき、特定分野又は重要事項について、より専門的な見地からの点検・評価、助言等を受け

るため、必要に応じて評価対象範囲を限定した外部評価を受けることとしており、令和 2年

度（2020 年度）より毎年度、専門的知見を有する有識者による外部評価（3 つのポリシー

に照らした取組みの適切性に関する点検・評価）を受審している。   
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⑯ 情報の公表 

大学の情報については、以下の Webサイトに掲載されている。 

 

（1）大学の教育研究上の目的及び 3つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ 

ポリシー、アドミッション・ポリシー）に関すること 

1 大学の教育研究上の目的 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/colour.html 

 

2 3 つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・

ポリシー） 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/education/#anchor-1 

  

（2） 教育研究上の基本組織に関すること 

1 学園組織図 

https://www.seikei.ac.jp/gakuen/about/chart.pdf 

 

2 学部及び大学院の組織に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/university/education/ 

 

（3） 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

1 教育研究実施組織に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/gakuen/about/chart.pdf 

 

2 教員総数に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/gakuen/pdf/kyousyokuin.pdf 

 

3 教員の学位及び業績に関すること 

https://www-cv01.ufinity.jp/seikei/ 

 

（4） 入学者の選抜に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/ 

 

（5） 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又

は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留

学生の数に関すること 

1 入学者に関する受入れ方針 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/education/ 

 

2 学生数に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/gaiyo/#anchor-2 
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3 就職状況に関すること（キャリア支援センター） 

https://www.seikei.ac.jp/university/job/for_student/job.html 

 

4 外国人留学生の数に関すること 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/ 

 

（6） 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

1 シラバスの公開 

https://www.seikei.ac.jp/university/campuslife/syllabus.html 

 

2 カリキュラムの学修・教育目標・履修モデル 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/education/ 

 

（7） 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

学部の理念及び 3ポリシー 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/education/ 

  

（8） 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

大学の施設設備・キャンパスマップ 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/campus_uni/ 

  

（9） 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

納付金について（本学園ホームページ） 

https://www.seikei.ac.jp/gakuen/about/payment.html 

  

（10） 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

1 成蹊大学キャリア支援センター 

https://www.seikei.ac.jp/university/job/ 

 

2 成蹊大学保健室 

https://www.seikei.ac.jp/university/campuslife/hoken/ 

 

3 授業・学生生活について 

https://www.seikei.ac.jp/university/target/current.html 

 

（11） その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報、学則等各

種規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況等報告書、自己点検・評価報告

書、認証評価の結果等） 

 1 学生が修得すべき知識及び能力 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/education/ 
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2 学則等関係規則の掲載 

https://www.seikei.ac.jp/university/education/webkisokushu/ 

 

3 設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況等報告書 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/management/secchi.html 

 

4 自己点検・評価報告書、認証評価の結果等 

https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/management/hyouka.html 

  

 5 研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業

年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。 

   https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/ 

 

 6 大学院設置基準第 14 条の 2 第 2 項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準に

関すること。 

   https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/edu_info/ 

 

⑰ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

（1） FD体制について 

「成蹊大学における FD基本方針」（ 以下「基本方針」とする。）【資料 59】では、本学におけ

る FD を『成蹊学園創立者中村春二が目指した教育理念である「自発的精神の涵養と個 

性の発見伸長を目指す真の人間教育」を踏まえ、教育目標（人材育成方針）を実現すべく、教

職員が教育活動の内容・方法を改善し、向上させるため組織的に取り組む活動のこと』と定

義している。 

また、「基本方針」においては、以下に掲げる人材育成方針の実現を FD の目標としてい

る。 

1  広い教養と深い（各学科、各専攻の）専門知識を備え、物事の本質を探究する思考力 

を養成する。 

2  自己の人生観・価値観を確立し、自分の考えや意見を的確かつ明瞭に表現、発信する

力を養成する。 

3  多様な文化、環境、状況に対応し、他者と協働して課題の解決に取り組む力を養成す 

る。  

4  未知のものに積極的に挑み、生涯学び続けようとする自発性と積極性を養成する。 

 

この基本方針に基づき、2カ年度間での活動方針を掲げており、FD 活動の重点的施策や 

FD 活動における継続的な課題に取り組んでいる。【資料 60】 

FD 活動は成蹊大学全学 FD 委員会が統括し、学部・研究科 FD 委員会/全学教育運営委員

会、国際教育センター、高等教育開発・支援センターが連携して実施している。このうち、

高等教育開発・支援センターについては、他の活動主体とは異なり、各学部・研究科では対

応できない範囲、全学的に扱うべきテーマによる FD研修会の実施等、学部・研究科の FD活

－設置等の趣旨（本文）－63－



 

動を支援する立場として活動している。 

同センターにて実施（主催及び共催）の令和 6年度（2024 年度）の FD活動実績として、

大学に所属する全教員（非常勤講師を含む）を対象に FD研修会を 5回、授業研究会を 5回

にわたって実施している。 

これらに加え、各教授会構成員（必要に応じて各学部の助教も含む）を対象とする学部・

研究科 FD 委員会ごとの FD 研修会の開催、学生による授業評価アンケートや卒業生アンケ

ートの分析、成際大学教育活動顕彰制度に関する規則【資料 61】に基づいた成蹊ティーチ

ングアウォード受賞候補者の選考などを行っている。 

本学部においても、全学的な FD推進体制に準拠した活動を行うとともに、本学部の教育

内容に特化した FD活動を展開する。 

 

（2） 管理運営に必要な教職員への研修等（SD研修） 

本学では、大学の教育研究活動等及び教学マネジメントに関し、より適切かつ効果的な

運営ができるよう、大学に所属する教育職員、事務職員及び技術職員（以下これらを総称

して「職員」という。）を対象とした SD（Staff Development）研修を実施しており、職員

として必要な知識、技能及び資質の修得及び向上を目的としている。本学部に所属する教

職員においても SD 研修の対象者であるため、以下のように全学的な SD 研修実施体制に準

拠した活動を行う。 

 

1  実施体制 

事務局及び運営は、学長室総合企画課が主に行っている。研修の計画については、半期

ごとに事務局が作成し、学長の了承を得て、大学運営会議で報告するものとしている。ま

た、具体的な実施概要については大学運営会議にて各学部長に対して、所属学部の教育

職員への周知が依頼され、教授会にて情報が伝わるようになっている。そのほか職員全

員を対象に電子メールにて研修の開催案内及び終了後のアンケート回答や未参加者への

オンデマンド視聴の呼びかけを行っている。 

 

2  実施内容 

本学の SD研修は、大学の教育研究活動及び教学マネジメントに関し、より適切かつ効

果的な運営ができるよう、教職員が必要な知識及び技能を修得するとともに、その能力

及び資質の向上を目指して実施する。また、研修テーマは以下のいずれかに該当するも

のとする。 

a） 3 つのポリシーに基づく本学の自己点検・評価と内部質保証に関するもの 

b） 教学マネジメントに関する専門的職員の育成に関するもの 

c） 大学改革に関するもの 

d） 学生の厚生補導に関するもの 

e） 業務領域の知見の獲得を目的とするもの（総務、財務、人事、企画、教務、研究等） 

f） その他（本学独自の業務に関するもの、時流に対応したもの等） 
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3  実施回数 

SD 研修会の実施実績としては、令和 5年度（2023年度）は合計 7回、令和 6年度（2024

年度）は合計 8回である。なお、研修内容に応じて、対面形式、オンライン形式及び両方

の形式を併用したハイフレックス形式で実施した。 

 

（3） 指導補助者に対する研修等 

本学では、「成蹊大学公認学習補助員に関する規則」【資料 62】及び「成蹊大学教育補助

員に関する規則」【資料 63】に基づき、授業を中心とした教育活動において、教員の補助及

び授業の活性化に資する学修支援等の教育活動に必要な業務を専門的な知識をもって行う

「指導補助者」として、公認学習補助員（Qualified Learning Assistant。以下「QLA」と

いう。）及び「教育補助員」（Teaching Assistant。以下「TA」という。） をそれぞれ配置、

管理している。本学部の設置後においても、以下の運営及び研修体制を継続し、本学部の

授業担当教員の要請に基づき、学生による教員の指導補助を実施することを計画している。 

 

1  管理体制 

QLA に関する事務手続きは、高等教育開発・支援センター教育開発・支援課が行っており、

QLA 小委員会と連携しながら、QLAの勤務管理に加え、新規 QLAの募集活動補助、QLA育成

プログラムの運営補助などにあたっている。大学全体で 78人の QLAを配置しており実績と

して、令和 5年度（2023年度）は 12科目、令和 6年度（2024年度）は 11科目の授業で補

助業務に従事した。なお、令和 6 年度（2024 年度）においては、授業支援に従事した QLA

にオープンバッジ（デジタル証明書）を発行しており、QLAの授業支援を促すとともに、 

実際に授業支援の経験を積むことによって学生自身のスキルアップを図り、その成果の可

視化へと繋げている。 

他方、本学の TAには、A種 TA及び B種 TAの 2種類が存在する。A種 TAは、学部又は大

学院博士前期課程における実験、実習、演習等の授業科目の教育補助業務に従事するもの

で、本学大学院博士後期課程に在学する学生のうちから採用する。一方で B種 TAは、一部

の実験・実習科目における授業時間及び準備・片付けの時間に教育補助業務を担当してお

り、本学大学院博士前期課程に在学する学生のうちから採用している。ただし、学部長又

は全学教育運営委員会の委員長が必要と認める場合は、学部又は全学教育運営委員会が別

に定める基準により、学部に在学する学生のうちからも採用することができるとしている。 

こうした TAに関する事務手続きは、学長室研究助成課が行っており、TAの申請に係る手

続き及び勤務管理にあたっている。大学全体で 73 人の TA を配置しており、実績として、

2023 年度は 49科目、2024年度は 51科目の授業で補助業務に従事した。 

 

2  研修概要 

QLA 資格取得の為には、QLA 育成プログラムを受講のうえ、修了することが必要である。

この QLA 育成プログラムは、アクティブラーニング形式の授業を支援するためのスキルと

学生のロールモデルとしてのマナーや立ち居振る舞いを身につけることを目的としており、

ICE モデル、傾聴法、ハラスメント研修、教室視聴覚機器活用研修等を含む全 10 回（各回

100 分）の研修となっている。 
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資格取得後、授業支援に入るためには上級救命講習の受講が必要になる。また、授業支

援において、QLAと授業担当教員の意思疎通を図り、より良い授業運営を目指すため、勤務

別研修を行っている。勤務別研修は、授業の方針や実施概要の伝達、QLAへの依頼内容の整

理、授業における課題提供、QLAからの授業に関する気づきや提案などの内容について、授

業担当者とは別にファシリテーターをたてて第三者の視点を加えた上で行っている。 

TA の研修は、実験・実習科目の教育補助業務は科目ごとに必要な専門的知識・技術が異 

 なるため、授業実施教員に研修の実施を求めている。また、学生から提出される就任承諾  

 書裏面に教育補助員の遵守事項として、「業務を行う上で予定される研修に必ず参加する。」 

と記載している。   

 

⑱ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

  本学では、「知育偏重ではなく、人格、学問、心身にバランスのとれた人間教育を実践し、

確かな教養と豊かな人間性を兼ね備え、社会の発展のために献身的に貢献できる人材を輩

出する」という大学理念に基づき、真に社会に貢献できる職業人となるのに必要な科目を

教育課程の中に配置するほか、キャリア支援センターなどを中心とした支援体制を備えて

いる。教育課程上の取組みや、大学としての教育課程外の取組みは、以下のとおりである。 

 

（1） 教育課程上の取組み 

1  全学共通教育 

  「全学共通科目」の中に以下のようなキャリア教育科目を配置することによって、1年次

からキャリア教育を体系的に構築し、学生の進路決定等をきめ細かく支援している。【資料

64】 

  1年次配当の「桃李キャリア入門」では、社会の諸分野で活躍している卒業生を講師に招

き、大学生活というキャリアを卒業後のキャリアに接続するヒントを、講師の経験を踏ま

え講義する。自己のキャリア形成について低学年時から意識するとともに、本学での学び

のモチベーションを向上させることを目的としている。 

同じく 1 年次配当の「キャリアプランニング」では、学生は、卒業後の進路を考える上

での基礎知識を身につけるほか、自己と社会を認識し、大学生活や進路選択に向けて行動

計画を立案する。1年次後期配当の「ビジネストレーニングセミナー」、「キャリアセミナー」

(2 年次に履修を推奨)、2年次配当の「実践キャリアセミナー」、「キャリア発展講義」、「日

本企業の現状と展望」といった、より実践的な内容の科目を順次学ぶことで、社会に通用

する知識や能力を高めることができる。「日本企業の現状と展望」は、企業に勤める実務家

などを講師として招き、企業の実態や課題などに関する具体的な内容を学ぶ。また、「キャ

リアセミナー」や「キャリア発展講義」では、現代のグローバル社会や男女均等社会で働く

ことの意義・方法・課題などを学修する。 

  キャリア教育の一環として、「成蹊アントレプレナーシッププログラム」を、本学部を開

設する令和 8年度（2026年度）より導入する。このプログラムは、イノベーション・マイ

ンドの形成やリスクに立ち向かうためのスキルの養成を目的としており、起業や社会課題

解決に向けたマインドや知識を得ることができる。本プログラムは、「入門科目」、「コア科

目」、「選択科目(主に実践科目)」から成り、修了要件として、指定された科目群の中から
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10 単位以上の修得が必要となる。 

また、本学と民間企業が協力して実施する産学連携人材教育プログラム「丸の内ビジネ

ス研修（MBT）」があり、この詳細は「④（3）ウ」及び「⑧（3）」で説明したとおりである。 

 

2  学部専門教育 

  本学部の専門科目「フィールド・実践科目」の中に、1年次配当の「国内フィールドスタ

ディ」、2 年次配当の「海外フィールドスタディ」を配置し、地域の課題と向き合う国内外

の現場に赴いて、実践的に課題解決の方法等を学ぶ。これらの科目は、連携協定を締結し

ている東京都武蔵野市、北海道帯広市、独立行政法人国際協力機構(JICA)等の協力のもと、

基幹教員(特に実務家教員)が中心となって運営される。また、2年次配当の「共創プロジェ

クト」では、地域における社会課題や、地域の様々な特徴や価値を見出し、課題の解決や

地域の魅力の発信等に取り組むプロジェクトを実施する。学生一人ひとりが主体的に調査・

実習に取り組むとともに、プロジェクトの企画、運営、実施を通じて他者(他の受講学生や

自治体、企業、住民などの地域の方々など)と協働することにより、課題に取り組む手順、

知識の活用方法、他者との合意形成の方法などを学修する。【資料 23】 

 

（2） 教育課程外の取組み 

全学的な就職支援の機関として、成蹊大学キャリア支援センターが設置されている。【資

料 65】同センターは、社会に貢献できる有為な人材を輩出するという大学の使命を達する

ため、全学的な見地から、全学生に対してキャリア教育の推進を図るとともに、個々の学

生の進路、就職等に関する支援を行うことを目的としている。 

同センターでは、特に学生が納得した進路へ進めるよう、個別相談によるキャリア支援

を伝統的に重視している。個別相談によるキャリア支援は、1年次からの「低学年相談」と

3年次からの「就職相談」に分かれており、特に「就職相談」では 12名の相談員を配置し、

学生一人ひとりの目標や特徴に合わせたアドバイスや企業紹介、エントリーシートの添削

や模擬面接など、きめ細やかな支援を行っている。 

また、企業、就職情報会社、他大学等の最新情報を収集・分析し、その年々の就職事情に

即した以下のような支援講座を開講している。【資料 66】 

a） 進路・就職ガイダンス 

b） 筆記試験対策講座 

c） 模擬面接講座 

d） 業界研究セミナー 

e） その他支援行事（ES 作成講座、ビジネスマナー講座、グループディスカッション対策

講座、インターンシップ導入セミナー、公務員試験対策講座、公務員試験合格者報告会

など） 
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（3） 適切な体制の整備について【資料 67】 

キャリア支援センターの業務を企画執行するに当たり、所長が必要と認めた事項を審議

するため、成蹊大学キャリア支援センター企画執行委員会を置くことが、成蹊大学キャリ

ア支援センター規則第 9 条において規定されている。成蹊大学キャリア支援センター企画

執行委員会の任務は、成蹊大学キャリア支援センター企画執行委員会規則（以下「センタ

ー企画執行委員会規則」という。）第 2条の規定により、次のとおり定められている。 

a） キャリア教育に関する企画・立案及び支援 

b） キャリア教育に関する全学的な調整 

c） インターンシップの運営に関する全学的な連絡及び調整 

d） MBT（丸の内ビジネス研修）に関する企画、運営及び支援 

e） 各種資格試験対策に関する企画及び立案 

f） 就職支援に関する全学的な連絡及び調整 

g） 学長の諮問への対応 

h） その他所長が特に必要と認めた事項 

また、委員の構成は、センター企画執行委員会規則第 3 条の規定により、次のとおり

定められている。 

a） 所長 

b） 所員 

c） 事務長 

d） その他所長が必要と認めた者  
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